
明
代
に
お
け
る
竃
戸
に
つ
い
て

佐

イ白

戸土".

邑

2 

不
振
壇
場
の
竃
戸
負
捲

銭
紗
の
暴
落

6

自
然
的
社
舎
的
災
害

六
竃
戸
の
階
級
分
化

-
豪
竃
の
粂
併

2

総

催

3

4
商
竃
の
出
現

七

む

す

び
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一
は
し
が
き

二
生
産
者
竃
戸

三
圏
煎
法
と
そ
の
崩
壊

四
竃
戸
優
遇
策

五
竃
戸
の
逃
亡

1
元
末
の
混
飢
と
豪
竃
の
解
睡

優
遇
策
の
繁
化
と
竃
戸
逃
亡

残
存
竃
戸
の
負
像
増
大

4 5 

3 

t工

し

カミ

き

明
代
、
園
初
か
ら
は
蒙
古
民
族
の
侵
入
が
屡
々
あ
り
、
末
期
か
ら
は
満
洲
民
族
の
侵
寵
が
蟻
烈
を
極
め
、
そ
の
他
、
西
南
民
族
の
反
抗
や
豊

臣
秀
吉
の
朝
鮮
役
等
が
あ
り
、
明
代
を
通
じ
、
政
府
は
園
防
の
た
め
多
数
の
軍
隊
を
園
境
に
配
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
た

め
、
軍
需
と
く
に
軍
糧
の
調
達
が
政
府
の
大
き
な
責
任
と
な
っ
て
来
た
。
政
府
は
人
民
に
軍
糧
を
園
境
に
運
ば
せ
た
が
、
大
き
な
負
措
を
か
け

る
の
で
、

一商
人
に
軍
糧
を
園
境
方
面
に
納
入
さ
せ
、
そ
の
代
償
と
し
て
盟
引
を
輿
え
盟
の
販
買
を
許
可
し
た
。
そ
れ
が
開
中
法
な
る
も
の
で
あ

663 

る。
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園
境
で
は
緊
急
事
態
が
屡
々
生
じ
、
一
両一
人
を
優
遇
し
て
軍
糧
を
多
量
に
納
入
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、

一商
人
は
多
額
の
盟
引
を
興
え
ら
れ

た
。
こ
の
盟
引
を
瞳
場
に
持
参
し
て
盟
貨
を
受
領
し
よ
う
と
し
た
。
と
く
に
雨
准

・
雨
斯
の
盟
は
利
益
が
多
く、

一商
人
は
准
漸
盟
場
に
殺
到
し

た
。
こ
れ
が
た
め
に
准
斯
で
は
常
に
盟
の
生
産
が
需
要
に
雁
じ
き
れ
な
か
っ
た
。

政
府
は
誼
戸
の
生
産
を
奨
闘
す
る
た
め
、
雑
役
や
税
糧
の
起
運
を
克
除
し
、
生
産
資
金
を
興
え
る
等
、
諸
種
の
寵
戸
優
遇
策
を
講
じ
た
が
、

時
代
の
経
、過
と
共
に
、
園
家
の
財
政
が
窮
乏
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
優
遇
策
も
麿
止
も
し
く
は
有
名
無
賓
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
竃
戸
が
逃
亡
し

て
生
産
が
減
少
す
る
と
共
に
、

さ
れ
、

一商簡
な
る
者
が
出
現
し
た
。
こ
れ
ら
の
豪
龍
は
官
吏
や
堕
徒
と
結
託
し
、
私
瞳
を
聞
に
流
し
て
利
盆
を
あ
げ
た
。
こ
れ
が
た
め
に
政
府

一
方
寵
戸
の
中
、
有
力
な
者
は
逃
亡
竃
戸
を
牧
容
し
て
盆
々

E
大
化
し
た
。
又
盟
場
に
は
一商
人
の
資
本
が
投
下

販
買
の
盟
額
が
減
少
し
、
盟
政
崩
壊
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
盟
の
生
産
の
面
か
ら
、
明
代
瞳
政
の
崩
壊
の
経

過
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

生
産
者
竃
戸

- 60ー

明
代
盟
の
生
産
地
に
は
遼
東
・
長
麗

・
山
東
・

雨
准

・
雨
斯
・

一幅建

・
贋
東

・
海
北
盟
場
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
海
水
か
ら
盟
を
生

四
川

・
雲
南
で
は
盟
井
か
ら
盟
を
生
産
し
た
。
こ
の
う
ち
生
産
が
最
も

(
1
)
 

大
で
あ
っ
た
の
は
雨
准
盟
で
あ
り
、
全
園
産
盟
の
約
三
割
強
を
こ
こ
で
生
産
し
た
。
雨
准
に
つ
い
で
は
雨
漸

・
河
東

・
山
東

・
長
藍
の
順
に
生

産
す
る
。
こ
の
外
、
河
東

・
陳
西
に
は
盟
池
が
あ
り
て
盟
を
生
産
し
、

産
が
あ
っ
た
。

臨
の
生
産
者
は
竃
戸
と
い
わ
れ
る
。
明
代
人
民
の
戸
籍
は
、
民
籍

・
軍
籍

・
竃
籍

・
匠
籍
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
後
の
三
者
は
夫
々

一
種
の
役
を
表
わ
し
て
お
り
、

龍
籍
は

い
う
ま
で
も
な
く
盟
を
生
産
す
る
寵
戸
の
戸
籍
で
あ
る
。

琶
籍
に
は
漬
海
の
民
戸
で
、
従
来
製
盟
に
従

事
し
て
い
た
者
が
多
か
っ
た
が
、
生
産
力
を
増
強
す
る
た
め
、
盟
場
を
遠
く
離
れ
、
製
盟
の
経
験
の
な
い
農
民
が
、
牛
ば
強
制
的
に
軍
籍
に
入

(

2

)

 

れ
ら
れ
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
准
斯
で
は
水
郷
竃
戸
と
い
い
、
一
幅
建
で
は
依
山
置
戸
と
い
わ
れ
る
農
寵
粂
業
の
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
犯
罪
者



が
製
盟
に
服
役
さ
せ
ら
れ
る
者
も
あ
り
、

〈

3
)

い
る
。

ま
た
遼
東
等
軍
人
の
必
要
と
す
る
盟
は
、
軍
戸
の
儀
丁
(
二
男
三
男
〉
を
し
て
製
瞳
に
従
事
さ
せ
て

竃
戸
に
は
夫
々
一
定
の
生
産
額
が
割
嘗
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
割
嘗
額
は
各
盟
場
と
時
代
と
に
よ
っ
て
異
っ
て
い
る
。
洪
武
十
三
年
(
一
一
一
一

(

4

)

 

八

O
〉
、
山
東
盟
場
で
は
竃
丁
が
二
三
、
二
六
四
丁
割
嘗
額
が
四
七
、
三
七
三
引
で
あ
る
か
ら
、
大
約
一
人
宛
二
引

(
大
引
毎
引
四
O
O斤
〉
で
あ

る
。
即
ち
一
年
間
約
八

O
O斤
の
生
産
額
が
一
人
の
割
嘗
額
と
な
っ
て
い
る
。
雨
漸
で
は
割
嘗
額
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
一
丁
で
三

O
引
の
盟

の
生
産
を
引
受
け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
者
も
あ
り
、
七
八
丁
で
三

O
引
の
所
も
あ
る
。
こ
れ
は
寵
丁
の
老
社
、
財
産
の
多
少
、
車
輔
・
牛
瞳
の
所

〈

5
〉

有
の
有
無
、
地
の
利
の
便
否
、
そ
の
他
、
種
々
の
篠
件
に
よ
っ
て
割
嘗
額
に
差
等
が
つ
け
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
洪
武
二
十
三
年
(
二
二
九
O
)
に

(
6〉

は
そ
の
額
を
一
定
し
、
毎
丁
二
ハ
引
(
小
引
毎
引
二

O
O斤
〉
、
即
ち
三
、
二

O
O斤
を
一
年
聞
の
割
嘗
額
と
し
て
い
る
。

ま
た
海
州
の
臨
洪
場
で
は
、
寵
戸
一
、
二
ニ
二
戸
、
竃
丁
三
、
二
二
三
丁
、
そ
の
割
嘗
額
は
小
引
で
三
一
、
八
八
九
引
即
ち
毎
丁
一

O
引

〈二、

0
0
0斤
)
が
一
年
聞
の
割
嘗
額
で
あ
っ
た
が
、
洪
武
二
十
三
年
、
一
八
、
二
三

O
引
を
増
加
し
て
い
る
。
即
ち
毎
丁
の
割
嘗
額
は
六
割

(

7

)

 

の
増
加
で
あ
る
。
盟
の
割
嘗
生
産
額
は
、
園
初
に
は
戸
に
射
し
て
行
わ
れ
た
が
、
後
に
は
丁
に
移
っ
た
。
割
嘗
額
が
最
も
重
い
の
は
准
漸
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
准
漸
の
行
盟
地
が
慶
大
で
、
そ
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
、
多
量
の
盟
が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
、
惟
漸
瞳
場
の
諸
設
備
が
他
の

(
8〉

盟
場
よ
り
勝
れ
て
お
り
、
政
府
で
は
財
政
的
見
地
か
ら
治
漸
盟
を
重
視
し
、
こ
れ
に
依
存
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

か
よ
う
に
寵
丁
に
は
、
瞳
場
と
時
代
と
に
よ
っ
て
相
異
る
に
せ
よ
、
盟
の
生
産
額
の
割
嘗
て
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
政
府
が
瞳
の
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統
制
を
す
る
以
上
、
絶
射
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
額
が
あ
り
、
そ
れ
を
各
盟
場
の
紋
況
と
、

そ
の
時
の
政
府
の
財
政
朕
況
と
に
よ
り
、
各

盟
場
に
割
嘗
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
た
め
に
、
政
府
は
竃
戸
に
生
産
手
段
と
し
て
、
盟
分
の
濃
度
の
濃
い
滴
水
を
作
る
灘
場
や
、
櫨
水
を
煎
蒸
す
る
鍬
一
や
盤
(餓
鍋
、
鍛

よ
り
も
大
)
、
並
び
に
煎
黙
に
要
す
る
燃
料
の
蕩
草
を
作
る
蕩
場
(
草
蕩
)
等
を
支
給
し
た
。
こ
の
外
、
園
初
に
は
生
産
盟
一
引
に
射
し
て
工
本

(

9

)

(

山
山
〉

米
一
石
が
支
給
さ
れ
た
が
、
洪
武
十
三
年
に
は
、
米
債
に
準
じ
て
銭
紗
を
支
給
し
た
。
後
に
は
こ
の
額
が
一
定
し
、
雨
准
・
南
漸
で
は
毎
引
工

665 
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本
紗
二
貫
五

O
O文
、
河
開
(
長
麓
)
・
贋
東

・
海
北

・
山
東
で
は
八

O
O文
、
四
川
で
は
七

O
O文
、
一
踊
建
で
は
上
等
の
堕
に
劃
し
て
は
七

O

O
文
、
下
等
な
る
も
の
に
は
六

O
O文
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
洪
武
十
七
年
(
一
三
八
四
〉
に
は
、
生
産
第
働
力
が
同
じ
で
生
産
資
金

が
異
る
の
は
、

(
孔
)

い
る
。

不
合
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
雨
准
・
雨
漸
は
従
来
通
り
と
し
、

そ
の
他
は
一
律
に
二
貫
文
を
支
給
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
て

一
定
の
生
産
額
〈
堕
課
)
が
割
嘗
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
正
額
盤
も
し
く
は
正
盟
と
い
う
。
正

(ロ)

監
外
に
生
産
し
た
盟
は
除
盟
と
稽
せ
ら
れ
、
始
め
は
寵
戸
が
自
由
に
販
買
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
が
、
洪
武
に
入
っ
て
徐
盟
も
全
部
政
府
に
納

入
す
る
こ
と
に
な
り
、
私
買
が
禁
止
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
英
宗
の
正
統
二
年
(
一
四
三
七
年
)
に
は
、
竃
戸
に
劃
し
て
毎
引
米
葵
二
斗
が
支
給

と
こ
ろ
で
趨
戸
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に

さ
れ
、
同
十
二
年
(
一
四
四
七
)
に
は
、
米
一
石
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
貫
際
に
は
あ
ま
り
寅
施
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
代
盟
の
生
産
に
は
、
分
業
が
か
な
り
進
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
誼
丁
の
外
に
、
柴
丁
・
車
丁

・
火
工
(
火
了
)
等
の
名
が
見
え
る
。
柴
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丁
は
い
う
ま
で
も
な
く
燃
料
用
の
誼
葦
を
刈
り
取
る
者
で
あ
り
、
車
丁
は
そ
れ
を
竃
房
ま
で
運
搬
す
る
者
、
火
丁
は
滴
水
を
煎
黙
す
る
者
で
あ

(

日

)

り
、
何
れ
も
龍
丁
の
補
助
的
務
働
に
従
う
者
で
、
竃
丁
よ
り
も
軽
い
割
嘗
量
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
盟
の
生
産
は
相
嘗
分
業
化
し

(

U

)

 

叉
数
家
乃
至
数
十
家
の
竃
戸
が
、
共
同
し
て
製
造
に
従
事
し
た
。
こ
れ
を
園
煎
法
と
稿
し
た
。

て
お
り
、

固
煎
法
と
そ
の
崩
壊

明
代
の
盟
場
は
故
閣
に
分
れ
、
州
儒
の
里
甲
と
略
々
類
似
の
差
役
法
が
行
わ
れ
、
各
国
に
は
穂
催

一
名
が
甲
首
(
園
首
・
頭
目
〉
十
名
を
率

(
時
)

い
、
盟
加
を
製
作
し
、
盟
課
の
徴
牧
に
嘗
っ
て
い
た
。
向
お
こ
の
外
に
秤
子
と
い
う
役
が
あ
り
、
秤
量
を
掌
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
寵
戸
の
正

役
で
あ
り
、
竃
戸
の
富
裕
な
者
が
、
順
番
に
一

年
交
代
で
嘗
っ
て
い
た
。
普
通
の
竃
戸
は
製
盟
に
従
事
し
、
多
量
の
盟
を

一
度
に
製
造
出
来
る

鍛
盤
を
用
い
て
製
躍
し
た
。
盤
と
は
故
軒
の
寵
戸
が
、
盤
の
一

部
で
あ
る
角
を
も
ち
よ
り
、
始
め
て
一

器
を
な
す
も
の
で
、
多
く
の
寵
戸
が
盤

(

日

山

)

の
各
部
分
を
も
ち
よ
り
、
共
同
し
て
順
番
に
製
瞳
に
従
事
し
た
。



圏
煎
法
の
目
的
は
、
共
同
作
業
に
よ
り
、
生
産
の
能
率
を
あ
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
一
方
で
は
竃
戸
が
相
互
に
監
視
し
て
盟
を
聞
に
流
す

こ
と
を
防
止
す
る
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
竃
戸
は
盟
を
生
産
す
る
こ
と
が
正
役
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
般
民
戸
の
正
役
に
相
嘗
す
る
。
た
だ
竃

戸
の
雑
役
は
、
盟
の
生
産
を
重
親
す
る
た
め
に
菟
除
さ
れ
た
。
併
し
有
力
な
寵
戸
で
、
州
鯨
内
に
団
地
を
所
有
す
る
者
は
、
民
戸
と
同
じ
く
、

(
げ
)

普
通
の
差
役
を
も
課
せ
ら
れ
た
。
た
だ
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
竃
戸
の
雑
役
菟
除
の
特
典
に
つ
け
こ
み
、
竃
戸
の
親
戚
は
竃
戸
に
蝿
託
し
、
大

(

日

)

戸
は
賄
賂
を
以
て
竃
戸
に
取
入
り
、
田
土
を
寄
託
し
て
雑
役
を
菟
か
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
、
竃
戸
の
優
菟
田
土
に
制

限
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
(
後
述
〉
。

圏
煎
法
に
よ
り
、
個
人
で
は
使
用
し
き
れ
な
か
っ
た
大
型
の
盤
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
製
盟
の
増
産
が
可
能
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ

(
問
)

の
圏
煎
法
が
、
弘
治
・
正
徳
ハ
一
四
八
八
|
一
五
二
一
)
の
頃
か
ら
次
第
に
崩
壊
し
て
き
た
。
そ
れ
は
一
商
一
人
の
勢
力
が
盟
場
に
侵
入
し
、
盟
場
の

統
制
が
弛
緩
し
た
こ
と
が
重
要
な
原
因
で
あ
る
。
盟
政
志
巻
七
、
正
徳
二
年
〈
一
五
O
七
)
、
都
御
史
張
鱈
の
「
南
准
盟
禁
疏
」
に
よ
れ
ば
、
瞳

徒
や
老
猶
な
一一商
人
が
、
豪
寵
と
結
託
し
て
私
瞳
を
入
手
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
豪
竃
は
圏
か
ら
離
脱
し
て
私
瞳
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
た
め
に
、
正
規
の
手
績
を
経
て
官
盟
を
購
入
し
て
い
た
商
人
は
、
瞳
を
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
こ
の
圏
煎
か
ら
離
れ
て

盟
を
生
産
す
る
者
が
一
商
一
竃
と
稽
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
一
商
人
の
資
本
に
よ
り
盟
の
生
産
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
。
こ
の
一
商
竃
は
元
来
巌
芯
罰
さ
れ
て

い
た
が
(
後
述
)
、
明
代
も
末
期
に
近
づ
く
と
、
一
商
寵
に
よ
る
瞳
の
生
産
が
、
か
な
り
康
範
圏
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
己
に

(
却
)

穆
宗
の
隆
慶
の
頃
か
ら
、
圏
煎
を
復
活
す
ベ
し
、
と
す
る
上
奏
が
屡
々
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
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一
躍
政
府
の
瞳
倉
に
牧
納
し
た
上
で
、
一
商

人
に
梯
下
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
明
代
も
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
盟
倉
が
破
損
し
て
盟
を
堆
積
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
が
、
政
府
で

こ
の
圏
煎
法
の
崩
壊
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
、
瞳
倉
の
破
壊
で
あ
る
。
寵
戸
が
生
産
し
た
盟
は
、

は
仲
々
一
修
理
が
出
来
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
中
園
で
は
木
材
慣
が
甚
だ
高
債
で
、
政
府
は
財
政
難
の
た
め
、
木
材
を
購
入
す
る
徐
裕
が
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
た
め
に
、
一
商
人
は
直
接
生
産
者
の
竃
戸
の
所
に
来
り
、
盟
を
買
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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己
に
雨
漸
瞳
は
英
宗
の
正
統
の
頃
か
ら
、
盟
倉
は
か
な
り
破
損
し
て
い
た
ら
し
く
、
腫
課
は
本
色
と
折
色
と
を
中
牢
し
て
徴
牧
し
て
い
る
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が
、
次
第
に
盟
倉
の
倒
壊
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
世
宗
の
嘉
靖
二
十
四
年
(
一
五
四
五
〉
に
は
、
盟
課
は
全
部
銀
を
折
納
せ
ざ
る
を
え
な
く

(
幻
)

な
っ
た
の
で
、
盟
一
商
は
皆
盟
場
に
来
り
、
竃
戸
か
ら
買
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
因
み
に
雨
浩
監
は
蔦
暦
四
十
五
年
三
六
一
七
〉
に
盟

(

勾

)

課
は
全
部
銀
納
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
盟
一
商
と
寵
戸
と
の
関
係
を
愈
々
密
接
な
ら
し
め
、
盟
一
商
の
盟
場
へ
の
資
本
投
下
を
誘
致
し
、
園
煎
法
を
盆
々
崩
壊
さ
せ
る
原
因

と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
醸
一商
の
盛
場
進
出
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
政
府
の
庇
護
の
も
と
に
製
盤
に
従
事
し
て
い
た
寵
戸
は
、
生
産
手
段

を
盟
一
商
に
牧
買
さ
れ
、
次
第
に
盟
一
商
に
隷
属
す
る
に
至
っ
た
。
後
述
す
る
如
く
、
臨
場
の
佃
戸
或
い
は
雇
傭
務
働
者
傭
工
の
出
現
は
、
こ
れ
を

示
し
て
い
る
。
盟
一
商
の
盟
場
投
資
は
己
に
宋
代
か
ら
あ
っ
た
〈
近
刊
『
中
園
盟
政
史
の
研
究
』
)
。
こ
の
傾
向
は
明
代
に
は
更
に
強
く
な
っ
て
い
る
。

一
商
業
資
本
が
'
次
第
に
産
業
資
本
に
樽
化
し
つ
つ
あ
っ
た
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
な
お
圏
煎
法
の
崩
援
に
は
、
盟
場
に
お
け
る

階
級
分
化
の
準
捗
と
深
い
関
係
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

寵
戸
の
優
遇
策
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政
府
が
盟
税
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
何
は
さ
て
お
き
、
盟
の
生
産
を
掌
握
し
て
お
く
こ
と
が
先
決
篠
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
竃
戸
に
劃
し
て

は
、
諸
積
の
優
遇
法
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
元
来
、
寵
戸
の
献
労
働
は
甚
だ
過
重
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
寵
戸
の
う
ち
に
は
、
寵
籍
を
菟
除
し
て
一

(

却

)

(

但

)

般
民
戸
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
も
多
か
っ
た
が
、
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
逃
亡
し
て
軍
陵
に
入
る
者
も
あ
っ
た
。
近
世
中
園
で
は

「好
識
は
釘
に
打
た
ず
、
好
人
は
兵
に
嘗
ら
ず
」
と
い
う
諺
が
あ
る
よ
う
に
、
軍
人
と
い
え
ば
、
祉
舎
の
最
下
層
の
人
聞
と
い
う
意
識
が
強
い

吐
舎
に
お
い
て
、
竃
戸
が
逃
亡
し
て
軍
隊
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
寵
戸
の
務
働
が
い
か
に
酷
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
ず
雑
役
が
免
除
さ
れ
た
。
寵
戸
は
盟
を
生
産
す
る
こ
と
自
睦
が
一
種
の
役
で
あ
り
、
飽

の
雑
役
の
義
務
を
負
わ
せ
る
と
盟
の
生
産
を
妨
げ
る
の
で
、
雑
役
が
菟
除
さ
れ
た
。
洪
武
十
七
年
(
二
二
八
四
〉
に
は
、
雨
准
鐙
戸
の
雑
役
が

(

お

)

菟
除
さ
れ
た
が
、
二
十
七
年
に
至
り
、
全
園
的
に
寅
施
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
豪
強
の
中
に
は
、
竃
戸
の
名
義
を
借
り
、
役
を
菟
れ
ん
と
す
る
者

そ
こ
で
寵
戸
を
優
遇
し
て
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、



(

お

)

(

幻

)

が
現
わ
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
後
に
は
、
竃
戸
の
優
兎
団
地
の
所
有
額
を
制
限
し
て
、
そ
の
弊
害
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

〈
叩

ω
)

第
こ
に
は
、
竃
戸
は
刑
法
の
上
で
、
特
別
な
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
。
普
か
ら
中
園
で
は
「
躍
は
康
人
に
下
ら
ず
、
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
と

い
う
考
え
方
が
あ
る
。
大
夫
と
は
士
大
夫
で
、
治
者
階
級
即
ち
官
更
で
あ
る
。
官
吏
は
た
と
い
罪
を
犯
し
て
も
、
大
逆
罪
で
な
い
限
り
、
膿
罪

を
許
さ
れ
る
。
こ
れ
は
古
代
か
ら
近
世
ま
で
、

あ
れ
ば
贈
罪
が
許
さ
れ
る
。
米
や
銀
を
政
府
に
納
め
さ
せ
て
罪
を
赦
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
額
瞳
の
外
に
、
一
定
の
期
限
を
限
っ
て
、

(
却
〉

(
叩
)

毎
日
三
斤
の
瞳
の
増
産
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
雑
犯
死
罪
以
上
の
重
罪
で
も
、
杖
一
百
の
上
、
瞳
場
に
逢
っ
て
煎
盟
に
従
事
さ
せ
て
い
る
。

第
三
、
竃
戸
は
税
糧
納
入
に
際
し
て
も
、
特
典
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
。
州
鯨
に
田
地
を
所
有
せ
る
寵
戸
は
、
田
租
を
州
鯨
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
寵
戸
は
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
瞳
を
生
産
す
る
面
で
は
、
盟
運
司
の
管
轄
内
に
あ
る
が
、
団
地
を
所
有
す
る

黙
で
は
、
州
鯨
の
支
配
を
受
け
る
。
即
ち
役
法
の
上
で
は
、
州
廓
の
管
轄
内
に
あ
り
て
そ
の
正
役
に
つ
き
、
ま
た
租
税
は
州
豚
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
併
し
、
明
代
の
人
民
は
、
租
税
を
自
分
の
所
属
す
る
州
豚
に
納
付
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
多
く
は
遠
方
の
軍
陵
の
駐
屯
せ
る

地
方
や
、
北
京
・
南
京
等
に
運
ん
で
納
入
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
竃
戸
も
始
め
は
、
一
般
民
戸
と
同
様
の
取
扱
い
を
受
け
た
が
、
盟
の
生

産
を
妨
害
す
る
所
か
ら
、
所
属
の
州
豚
納
入
と
い
う
特
典
を
興
え
ら
れ
た
。
瞳
政
志
巻
五
、
正
統
四
年
、
「
岨
雨
准
竃
丁
詔
」
に

雨
准
の
貧
寵
丁
戸
下
の
一
宮
徴
の
税
糧
は
、
本
府
鯨
に
於
て
存
牧
せ
し
め
、
起
運
せ
し
む
る
を
菟
ず
。

と
見
え
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
時
、
税
糧
の
現
地
納
入
を
許
さ
れ
た
者
は
、
雨
准
の
貧
竃
に
限
ら
れ
た
が
、
景
泰
年
間
(
一
四
五
O

|
五
六
〉

一
貫
し
た
や
り
方
で
あ
り
、
官
吏
の
特
典
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
代
の
竃
戸
は
、
杖
徒
流
罪
で

au 

に
は
、

一
般
竃
戸
が
こ
の
思
典
に
浴
し
て
い
る
(
同
前
〉
。

更
に
竃
戸
は
租
税
の
糧
草
を
、
徐
盟
を
以
て
代
納
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
同
書
巻
五
、
景
泰
三
年
、
「
南
准
折
税
詔
」
に

雨
准
蓮
司
、
各
場
の
寵
戸
に
令
し
て
、
一
該
徴
の
糧
草
を
、
徐
盟
に
折
す
る
を
願
う
者
あ
ら
ば
、
正
糧
の
米
褒
豆
五
斗
、
草
五
包
東
毎
に
、

各
盟
一
十
引
を
折
徴
せ
し
む
。
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と
見
え
る
よ
う
に
、
南
准
寵
戸
の
税
糧
米
褒
豆
五
斗
、
も
し
く
は
草
五
包
束
毎
に
、
盟
十
引
を
以
て
代
納
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。

寵
戸
の
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う
ち
、

団
地
を
所
有
す
る
者
は
、
米
市
役
豆
草
を
生
産
し
う
る
が
、
す
べ
て
の
者
が
生
産
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
。

中
園
で
は
、
政
府
に
必
要
な
も
の
は
、
人
民
の
所
有
す
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
、
割
り
つ
け
て
徴
牧
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
れ
が
た
め

に
人
民
は
、
自
分
の
生
産
し
た
も
の
を
二
足
三
文
で
一商
人
に
貰
却
し
、
政
府
に
納
入
す
る
も
の
は
、
一商
一
人
か
ら
高
債
で
買
入
れ
て
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
際
、

一商
人
は
暴
利
を
貧
る
の
で
、
人
民
は
搾
取
さ
れ
る
。
そ
こ
で
竃
戸
が
政
府
に
納
入
す
べ
き
米
褒
豆
草
を
、
品
除
盟

を
以
て
代
納
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
な
れ
ば
、

寵
戸
は
一商
人
の
搾
取
を
克
れ
る
わ
け
で
、

寵
戸
に
と
っ
て
は
好
都
合
で
あ
る
。
尤
も
瞳
債
を
低

く
見
積
も
ら
れ
る
慎
れ
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
竃
戸
に
は
有
利
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
れ
は
盟
貨
の
確
保
に
役
立
ち
、
絵
盟
の
横
流
し

を
防
止
し
う
る
の
で
、
政
府
に
得
策
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

竃
戸
を
優
遇
す
る
一
方
策
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

第
四
、
除
盟
の
糧
草
代
納
は
、
更
に
進
ん
で
一一商人
の
牧
買
許
可
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
又
濫
戸
を
優
遇
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
明
初
竃
戸
の

除
盤
は
、
壷
く
政
府
に
買
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
置
戸
一商
人
が
私
に
買
買
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
併
し
不
正
の
官
吏
が
姦
一商

や
権
豪
勢
家
の
賄
賂
を
う
け
て
、
腫
貨
の
徴
牧
並
び
に
支
給
を
誤
っ
た
た
め
、
盤
一商
は
盟
を
受
領
す
る
に
長
い
間
待
た
さ
れ
、
或
い
は
受
領
す
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る
こ
と
が
む
つ
か
し
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、
盟
一商
は
寵
戸
か
ら
直
接
徐
盟
を
私
買
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

己
に
景
泰
の
頃
か
ら
、
除
盟
私
費
買
の
禁
令
が
弛
み
、
憲
宗
の
成
化
四
年
(
一
四
六
人
)
に
は
、
二
、

0
0
0斤
以
下
の
除
盟
の
私
買
買
が
黙

認
さ
れ
、
同
十
九
年
に
至
っ
て
、
勘
借
米
褒
(
後
述
)
の
貫
施
に
伴
い
、
一
商
人
が
除
盟
を
牧
買
す
る
こ
と
を
、
数
量
の
制
限
も
な
く
、
公
然
と

黙
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
こ
の
時
の
牧
買
は
本
盟
場
に
限
ら
れ
、
他
の
壇
場
に
赴
く
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
併
し
本
場
牧
買
の
制

限
も
、
孝
宗
の
弘
治
か
ら
武
宗
の
正
徳
に
か
け
て
〈
一
四
八
八
|
一
五
二
一
)
、
次
第
に
底
止
さ
れ
、
正
徳
十
年
(
一
五
一
五
〉
頃
に
は
、
別
場
で

自
由
に
牧
買
す
る
こ
と
も
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
雨
准
盟
場
で
は
、
正
引
七

O
寓
引
な
る
に
射
し
、

絵
盟
は一

O
O
蔦
或
い
は
三

O
O
寓
引

(
出

)

と
も
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
盟
一商
の
飴
盟
牧
買
の
公
認
は
、
竃
戸
に
と
っ
て
有
利
な
政
策
で
あ
っ
た
に
相
蓮
な
か
ろ
う
。

第
五
、
貧
困
な
竃
戸
に
劃
し
て
は
、
政
府
は
盟
一両
一
に
勤
め
て
米
褒
を
出
さ
し
め
、
こ
れ
を
竃
戸
に
支
給
し
て
救
済
し
た
。
こ
れ
が
勘
借
米
褒

(
鉛
)

と
稽
せ
ら
れ
た
。
な
お
雨
准
で
は
毎
年
一商
人
か
ら
毎
盟
引
、
米
一
斗
も
し
く
は
銀
五
分
を
徴
牧
し
て
、
竃
戸
の
貧
富
を
分
た
ず
、

一
律
に
支
給



(
お
)

し
て
そ
の
勢
に
報
い
て
い
る
。
こ
れ
は
災
傷
等
に
射
す
る
賑
済
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
生
産
奨
動
と
い
う
一
意
味
が
強
い
。
解
州
で
も

(

鎚

)

明
初
、
一
商
人
か
ら
銀
一
分
を
徴
牧
し
、
盟
丁
に
支
給
し
て
い
る
。
支
給
額
は
雨
准
で
は
毎
引
五
分
、
解
州
で
は
一
分
で
あ
り
、
盟
場
と
時
代
と

(
お
)

に
よ
っ
て
相
違
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
賑
済
の
財
源
と
し
て
は
、
こ
の
外
舶
一商
の
入
官
貨
物
や
竃
戸
の
贈
罪
米
穀
が
充
賞
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
牙
行
銀
や
運
河
を
波
諜
す
る
た
め
に
貯
え
て
い
た
挑
河
銀
、
盟
課
銀
、
徐
盟
を
牧
買
す
る
た
め
の
工
本
盟
銀
等
も
、
そ
の
財
源
と
さ
れ
て
い

(

お

)

た
。

五

寵
戸
の
逃
亡

1 

元
末
の
混
凱
と
豪
寵
の
解
健

元
代
に
は
社
舎
の
各
方
面
に
於
て
粂
併
が
行
わ
れ
、
盟
場
に
お
い
て
も
豪
寵
の
衆
併
が
あ
っ
た
が
、
元
末
、
各
慮
に
反
乱
が
起
る
と
、

臨
場
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の
粂
併
は
自
然
に
分
解
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
人
聞
の
個
人
の
力
に
は
限
度
が
あ
り
、
卒
和
な
時
代
に
は
、
園
家
の
力
に
よ
っ
て

遠
方
ま
で
も
、
盟
場
の
所
有
権
を
擦
大
し
え
た
が
、
園
家
の
統
治
力
が
減
退
し
、
社
曾
が
混
凱
し
て
治
安
が
素
れ
る
と
、
遠
方
の
盟
場
は
自
ら

そ
の
地
の
有
力
者
に
奪
わ
れ
る
。
富
の
偏
在
、
貧
富
の
懸
隔
が
自
然
の
聞
に
是
正
さ
れ
て
、
財
産
の
均
等
化
が
行
わ
れ
る
の
は
、
か
か
る
混
飽

の
時
代
に
お
い
て
で
あ
る
。

祉
舎
の
混
観
は
端
的
に
い
え
ば
、
富
の
不
均
衡
が
も
と
で
起
こ
さ
れ
る
場
合
が
最
も
多
い
の
で
あ
る
。
富
の
偏
在
が
是
正
さ
れ
、
凹
凸
が
幾

分
地
な
ら
し
さ
れ
る
と
、
社
命
同
の
混
飽
は
自
ら
次
第
に
牧
ま
っ
て
く
る
。
明
の
統
一
は
、
か
か
る
機
運
の
う
ち
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
明
初
の
祉
舎
に
は
、
富
の
偏
在
が
全
然
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
生
活
手
段
を
失
っ
た
者
が
、
何
と
か
生
活
の
手
段
を
見
出
し
、

社
舎
は
新
し
い
設
足
を
始
め
た
時
代
な
の
で
あ
る
。
盟
場
に
お
い
て
も
、
竃
戸
は
豪
寵
の
粂
併
か
ら
解
放
さ
れ
、
夫
々
個
々
の
力
に
鹿
じ
て
各

671 

自
の
生
産
手
段
を
も
ち
、
盟
の
生
産
に
従
事
し
え
た
に
違
い
な
い
。
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2 

優
遇
策
の
嬰
化
と
竃
戸
逃
亡

と
こ
ろ
が
祉
曾
の
卒
和
が
揖
く
と
共
に
、
豪
竃
の
乗
併
が
再
び
始
ま
り
、
生
産
手
段
を
失
っ
た
寵
戸
は
、
豪
寵
の
佃
戸
と
な
り
、
傭
工
と
な

っ
て
豪
趨
に
隷
属
化
し
、
甚
だ
し
く
な
る
と
、
逃
亡
者
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
。
明
代
瞳
場
の
階
級
分
化
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
組
催
の

粂
併
や
盟
一
商
の
盟
場
進
出
が
、
大
き
な
原
因
で
あ
る
が
、
政
府
の
針
竃
戸
政
策
の
嬰
化
も
、
亦
寵
戸
窮
乏
化
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府
は
盟
貨
を
確
保
す
る
た
め
に
、
竃
戸
を
優
遇
し
た
の
で
あ
る
が
、
蒙
古
や
満
洲
民
族
の
侵
入
が
激
化
し
、
軍
需

費
が
増
大
す
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
経
費
が
捲
き
あ
げ
ら
れ
、
軍
需
費
に
廻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
篭
戸
に
劃
す
る
優
遇
策
も
、
饗
化
を
鈴
儀
な
く

さ
れ
た
。
始
め
寵
戸
は
税
糧
の
起
運
を
菟
除
さ
れ
て
い
た
が
、
成
化
の
頃
に
な
る
と
、
起
運
を
命
ぜ
ら
れ
、
叉
菟
除
さ
れ
て
い
た
雑
役
に
も
充

賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
州
鯨
の
民
戸
が
逃
亡
し
て
役
の
負
措
者
が
減
少
し
、
た
め
に
そ
の
負
搭
が
、
竃
戸
に
ま
で
及
ん
で
来
た
の
で

(
閉
山
)

あ
る
。
憲
宗
貫
録
巻

一
二
八
、

成
化
十
年
五
月
丁
亥
、
河
東
巡
盟
御
史
王
臣
の
上
奏
中
に

河
東
の
瞳
丁
、
近
ご
ろ
多
く
逃
絶
す
る
は
、
蓋
し
有
司
の
差
揺
を
克
れ
ざ
る
の
致
す
所
に
因
る
。

と
い
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
た
め
盟
丁
を
早
く
選
補
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
頃
、
河
東
で
は
寵
戸
の
逃
亡
が
、
大
き
な
政
治
的
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経
済
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

更
に
ま
た
、
外
民
族
の
侵
入
が
激
し
く
な
る
と
、
寵
戸
に
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
負
措
が
加
え
ら
れ
、
宣
徳
の
頃
に
は
、
雨
准
の
寵
戸
は
養

(
お
)

馬
の
義
務
を
も
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
代
に
は
周
圏
の
外
民
族
の
侵
冠
に
封
抗
す
る
た
め
、
多
数
の
軍
馬
が
必
要
で
あ
る
が
、
外
民

族
か
ら
轍
入
す
る
馬
だ
け
で
は
需
要
を
満
た
し
え
な
い
の
で
、
人
民
の
財
力
に
腫
じ
て
馬
を
飼
育
さ
せ
た
。
こ
れ
が
人
民
に
大
き
な
負
携
を
か

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
竃
戸
に
馬
を
飼
育
さ
せ
た
こ
と
は
、
盟
の
生
産
を
妨
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
寵
戸
の
負
措
を
加
重
な
ら
し
め
た
。

(
ぬ
)

宣
徳
の
頃
に
は
、
山
東
の
竃
戸
を
北
京
に
赴
か
せ
て
夫
役
に
供
せ
し
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た

こ
れ
ら
が
寵
戸
の
負
措
を
大
き
く
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
負
捨
に
堪
え
ら
れ
ず
、
段
々
逃
亡
を
始
め
た
。
英
宗
貫
録
巻
二



三
、
正
統
元
年
十
月
庚
午
の
僚
に

山
東
都
鶴
運
盟
使
司
所
属
の
各
場
、
在
逃
寵
戸
三
千
三
百
五
十
儀
戸
、
連
負
盟
三
高
五
百
六
十
徐
引
あ
り
。

と
あ
り
、
正
統
の
初
、
己
に
山
東
で
は
逃
亡
寵
戸
が
三
、
三
五

O
徐
戸
、
未
納
盟
が
三

O
、
五
六

O
徐
引
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
明
史
巻
八

O

食
貨
志
に
は

正
統
の
時
に
至
り
、
竃
戸
貧
困
し
、
連
逃
す
る
者
多
く
、
松
江
負
う
所
の
課
六
十
飴
寓
あ
り
e

と
見
え
、
漸
江
松
江
府
で
は
正
統
の
頃
、
貧
困
な
る
竃
戸
が
多
く
、
逃
亡
者
が
激
増
し
て
、
そ
の
未
納
瞳
は
六
三
高
引
と
い
う
大
き
な
額
に
達

し
て
い
る
。
更
に
又
憲
宗
貫
録
巻
二
ハ
九
、
成
化
十
三
年
八
月
丁
巳
の
詔
の
一
節
に
は

詔
し
て
巡
盟
御
史
薙
泰
を
留
め
て
雨
准
の
寵
丁
を
撫
抽
出
せ
し
む
。
時
に
竃
丁
逃
亡
数
多
く
、
盟
課
消
乏
す
。
其
存
す
る
者
又
皐
丁
多
く
、

老
死
妻
無
き
者
有
り
。
放
を
以
て
飢
宮
本
広
明
る
無
く
、
生
育
縫
が
ず
。

と
見
え
、
竃
戸
の
逃
亡
は
各
地
の
盟
場
に
お
い
て
見
ら
れ
、
園
家
の
弗
箱
、
商
法
盟
場
で
も
竃
課
が
依
乏
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
切
日
v

au 

3 

残
存
竃
戸
の
負
措
増
大

と
こ
ろ
で
寵
戸
の
逃
亡
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
、
未
納
の
盟
貨
を
残
存
の
寵
戸
に
割
り
つ
け
て
代
納
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
書
巻
五
一
、

成
化
四
年
二
月
丙
辰
、
戸
部
に
劃
す
る
勅
の
一
節
に

各
慮
瞳
課
司
竃
戸
中
、
逃
亡
死
絶
し
、
遺
下
の
盟
課
は
往
往
に
し
て
見
在
者
に
勤
し
て
陪
補
せ
し
む
る
あ
り
。

(
的

制

)

と
見
え
る
如
く
で
あ
る
。
逃
亡
死
絶
篭
戸
の
瞳
課
を
残
存
者
に
割
り
つ
け
る
こ
と
は
、
度
々
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

併
し
こ
の
禁
令
は
仲
々
守
ら
れ
ず
、
決
め
ら
れ
た
額
瞳
は
、
常
の
如
く
徴
牧
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
関
係
官
吏
の
成
績
に
も
閲
す
る
か
ら

(
H
M
〉

で
あ
る
。
官
吏
は
自
分
の
管
轄
内
の
竃
戸
の
生
産
が
割
嘗
額
に
達
せ
ぬ
と
庭
罰
を
う
け
る
の
で
、
そ
の
責
任
を
残
存
寵
戸
に
穂
嫁
す
る
。

盟
場
官
は
、
竃
戸
の
現
在
数
、
生
産
用
具
数
等
を
調
査
し
て
生
産
額
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
面
倒
で
あ
る
か
ら
、

一
睡
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一
度
決
定
し
た
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額
は
、
何
年
た
っ
て
も
嬰
更
し
な
い
で
、

そ
の
ま
ま
上
司
に
報
告
す
る
。
こ
こ
か
ら
盟
の
生
産
額
が
、
帳
簿
の
上
で
固
定
化
す
る
。
逃
亡
竃
戸

が
増
加
し
て
も
、
最
初
決
定
し
た
額
盟
は
そ
の
ま
ま
割
り
つ
け
る
。
こ
う
い
う
官
場
の
弊
風
が
、
寵
戸
を
逃
亡
に
追
い
や
る
重
要
な
原
因
の
一

つ
と
な
っ
た
。

己
に
洪
武
十
三
年
(
一
三
人

O
)
に
は
、
丁
産
の
多
寡
、
製
盟
の
難
易
、
官
田
草
蕩
の
有
無
等
を
調
査
し
て
、
標
準
割
嘗
額
を
決
定
さ
せ
て
い

(

必

)

(

必

)

る
。
更
に
孝
宗
の
弘
治
十
六
年
(
一
五

O
三
)
に
は
、
三
年
一
回
、
各
場
竃
丁
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
嘉
靖
四
年
(
一
五
二
五
〉
に
は
、
五

(

川

叫

)

年
に
一
度
調
査
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
貫
際
に
は
ど
こ
ま
で
質
行
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

次
に
逃
亡
寵
戸
の
腫
課
が
、
残
存
寵
戸
に
ど
れ
だ
け
の
負
捲
を
か
け
た
か
、
こ
れ
を
具
鐙
的
に
見
て
み
よ
う
。
盟
法
通
志
巻
四

O
「
積
貯
」

一
一
に
、
瞳
課
の
徴
牧
に
つ
い
て

園
初
原
と
本
色
を
徴
す
。
正
統
以
来
、
本
折
中
宇
し
て
粂
徴
す
。
後
倉
時
以
倒
場
す
る
に
よ
り
、
霊
く
折
銀
を
徴
す
。

一 70-

と
見
え
る
よ
う
に
、
英
宗
の
正
統
の
頃
、
盟
倉
が
破
壊
し
て
寵
戸
の
瞳
を
全
部
牧
納
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
盟
課
も
本
色
折

色
を
中
牢
し
て
徴
牧
し
た
が
、
そ
の
後
も
盟
倉
の
修
理
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
盟
倉
の
倒
壊
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
盟
課
は
す
べ
て
銀
を
以

て
代
納
さ
せ
て
い
る
。
折
銀
徴
牧
は
重
一
的
に
貫
施
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
盟
倉
の
倒
壊
朕
態
に
麿
じ
、
逐
女
各
堕
場
で
施
行
に
移
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
雨
准
盟
場
で
は
世
宗
の
嘉
靖
九
年
(
一
五
三

O)
の
頃
、
正
腫
齢
瞳
に
封
し
て
竃
戸
は
毎
年
銀
一
二

O
徐
高
雨
を
政
府
に
納
入
し
て

い
る
。
こ
の
額
は
元
来
、
雨
准
額
定
の
寵
丁
三
高
六

O
O
O人
の
負
揺
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
寵
丁
は
毎
丁
三
三
雨
除
を
負
携
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
嘉
靖
九
年
に
は
、

竃
丁
は
二
前
向
=
二

O
O人
に
減
少
し
て
い
る
。
即
ち
約
三
分
の
一
の
龍
丁
が
逃
亡
或
い
は
死
亡
し
て

い
る
わ
け
で
、
こ
の
残
存
の
竃
丁
二
高
三
一

O
O人
で
、

一二

O
銭
高
雨
の
盟
課
銀
を
負
携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
竃
丁
一
人
に
す
れ

ば
五
二
雨
除
、
即
ち
従
来
の
瞳
課
銀
の
六
割
程
度
の
増
額
で
あ
る
。
こ
の
負
携
額
は
、
州
豚
の
一
般
民
戸
の
税
額
に
比
べ
る
と
、

数
倍
に
も
嘗

(
K
W
)
 

る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
と
に
か
く
、
か
か
る
重
い
負
擦
が
雨
准
竃
戸
の
生
活
に
重
匿
を
加
え
、
そ
の
逃
亡
を
激
化
し
た
こ
と
は
嘗
然
考
え
ら



れ
る
こ
と
で
あ
る
。

竃
戸
負
措
の
増
大
は
、
逃
亡
竃
戸
の
盟
の
割
嘗
額
だ
け
で
は
な
い
。
神
宗
貫
録
巻

一
八

O
、
省
内
暦
十
四
年
十
一
月
戊
午
、
雨
准
巡
盟
御
史
陳

遇
文
の
題
稽
の
一
節
に

雨
准
各
場
建
雨
災
を
篤
す
。
:
:
:
其
掩
消
康
盟
は
、
各
寵
に
責
令
し
て
完
納
せ
し
め
ん
。

と
あ
り
、
雨
准
瞳
場
の
水
災
に
際
し
て
、
政
府
盤
倉
の
盟
が
滝
浪
消
耗
し
た
時
に
も
、
こ
れ
を
竃
戸
に
全
部
補
納
さ
せ
よ
う
と
、
雨
准
巡
臨
御

史
陳
遇
文
が
上
奏
し
、
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
長
藍
堕
場
で
は
、
逃
亡
盟
戸
の
食
盟
債
米
や
黒
土
課
米
も
、
残
存
寵
戸
に
代
納
さ
せ

(
必
)

て
い
る
。
食
盟
債
米
と
は
諸
王
或
い
は
役
所
等
に
上
納
さ
れ
て
い
た
盟
が
不
要
と
な
り
、
そ
の
代
り
に
納
入
さ
せ
ら
れ
た
米
で
あ
る
。
黒
土
課

米
と
は
、
漬
海
の
黒
田
盟
場
が
海
中
に
渡
し
た
た
め
に
、
竃
戸
に
捕
魚
を
許
し
、
そ
れ
に
射
し
て
徴
納
す
る
課
米
で
あ
る
。
共
に
長
麗
臨
場
の

寵
課
で
あ
っ
た
。

4 

不
振
瞳
場
の
竃
戸
負
措
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英
宗
貫
録
巻

一
O
二
、
正
統
八
年
三
月
乙
丑
、
戸
部
の
上
奏
中
に

山
東
石
河
場
盟
課
司
の
逃
亡
竃
戸
三
百
八
十
三
戸
、
遺
下
の
盟
折
布
一
千
三
百
二
疋
有
徐
、
高
家
港
場
盟
課
司
逃
亡
竃
戸
三
百
七
十
九

戸
、
遺
下
盟
課
三
千
五
十
六
引
有
徐
。
其
見
在
寵
戸
、
歳
ご
と
に
課
額
あ
り
。
有
司
の
雑
差
に
嘗
る
。
又
逃
戸
布
課
を
代
納
せ
し
む
。

と
あ
り
、
山
東
石
河
場
堕
課
司
で
は
逃
亡
竃
戸
三
八
二
戸
あ
り
、
そ
の
盟
折
布
一
、
三

O
O徐
疋
は
、
従
来
残
存
竃
戸
に
割
嘗
て
て
徴
牧
し
て

い
た
が
、
こ
の
年
に
な
っ
て
優
菟
さ
れ
て
い
る
。
盟
折
布
と
は
軍
人
等
に
綿
布
を
配
給
し
て
や
る
必
要
か
ら
、
山
東
で
は
盟
課
の
代
り
に
寵
戸

か
ら
綿
布
を
徴
牧
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
世
宗
貫
録
巻
三
六

O
、
嘉
靖
二
十
九
年
五
月
乙
丑
、
巡
按
御
史
朱
有
字
の
上
奏
に
は
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山
東
蓮
司
の
盟
課
は
銀
布
に
改
折
し
て
よ
り
以
来
、

竃
丁
逃
亡
し
積
連
日
に
甚
だ
し
。
請
う
ら
く
は
醤
例
に
復
し
、
高
家
港
等
十
一
場
逃

移
の
丁
盟
、
信
号
海
等
八
場
、
併
び
に
永
阜

・
豊
富
等
の
場
の
小
引
盟
共
に
一
十
二
寓
六
千
一
百
一
十
引
を
勝
っ
て
、
数
を
壷
し
て
迭
に
開
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し
、
准
斯
引
盟
と
搭
配
招
中
せ
し
め
ん
。

と
見
え
、
山
東
で
は
嘉
靖
二
十
九
年
三
五
五

O
〉
に
至
っ
て
も
篭
戸
の
逃
亡
は
繍
き
、
銀
布
に
改
折
し
て
以
来
、

そ
の
激
し
さ
を
加
え
、
未
納

額
が
多
く
な
っ
た
。

元
来
山
東
盛
場
は
交
通
が
不
便
の
た
め
、

一商
人
の
サ
然
る
こ
と
少
く
、
准
漸
盟
と
山
東
盟
と
の
割
合
を
き
め
、
抱
合
わ
せ
て
販
買
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
で
も
一
商
人
の
衆
る
者
な
く
、
迭
に
盟
課
を
銀
布
に
代
え
て
納
入
さ
せ
た
。
こ
れ
よ
り
寵
戸
は
牧
入
の
道
な
く
困
窮
し
た
。
ま
た
盟
課

を
銀
布
に
見
積
も
る
時
、
龍
戸
は
不
利
な
レ

1
ト
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
に
相
違
な
く
、
こ
こ
か
ら
置
戸
の
逃
亡
が
盆
々
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
弊
害
を
救
済
す
ベ
く
、
奮
来
の
如
く
准
漸
盟
と
の
抱
合
わ
せ
の
割
合
を
き
め
て
、
山
東
盟
の
開
中
を
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
に

(
U
)
 

よ
っ
て
、
山
東
闘
が
ど
こ
ま
で
出
賀
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
山
東
に
票
法
が
寅
施
さ
れ
た
の
は
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
盟
課
の
綿
布
代

(
必
)

納
は
山
東
だ
け
で
な
く
、
盟
一商
の
来
な
い
不
振
の
盤
場
で
行
わ
れ
、
長
藍
瞳
場
で
も
賓
施
さ
れ
、
置
戸
を
苦
し
め
て
い
た
。

5 

銭
紗
の
暴
落
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竃
戸
が
困
窮
し
て
逃
亡
す
る
最
も
大
き
な
原
因
の

一
つ
は
、

銭
紗
の
暴
落
で
あ
っ
た
。
先
に
鯛
れ
た
よ
う
に
、
電
戸
の
生
産
盟
は
全
部
政
府

に
牧
買
さ
れ
、
そ
の
代
債
と
し
て
工
本
米
が
支
給
さ
れ
た
。
併
し
洪
武
十
三
年
(
一
三
八

O
)
に
は
、
工
本
米
に
代
っ
て
工
本
砂
、
即
ち
紙
幣
が

米
慣
に
準
じ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
紙
幣
一
貫
は
銀
一
雨
、
銅
銭
一
、

0
0
0文
と
等
債
値
に
使
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
何

分
に
も
不
換
紙
幣
で
濫
設
さ
れ
易
く
、
間
も
な
く
紙
幣
の
債
値
は
暴
落
し
た
。
己
に
洪
武
二
十
三
年
、
漸
江
地
方
で
は
紙
幣

一
貫
は
銅
銭
二
五

(

川

叩

)

(

印

〉

O
文
に
下
落
し
、
二
十
七
年
に
は
一
六

O
文
に
下
落
し
て
い
る
。
更
に
憲
宗
の
頃
〈

一
四
六
五
|
八
七
〉
に
は
、
紙
幣
一
貫
は
銅
銭

一
文
に
も
嘗

(
日
)

ら
ぬ
ほ
ど
の
暴
落
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
弘
治
正
徳
の
頃
(
一
四
八
八
一
五
一
一
一
〉
に
な
る
と
、
紙
幣
は
も
は
や
紙
屑
同
様
で
、
何
ら

の
債
値
を
も
有
せ
ず
、
殆
ん
ど
全
く
麿
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
政
府
は
か
か
る
全
く
債
値
の
な
い
紙
幣
を
、

い
つ
ま
で
も
寵
戸
の
盟
の
買
上
げ
に
針
し
て
支
給
す
る
。
竃
戸
は
年
代
が
下
る
に
従



っ
て
、
全
く
瞳
の
代
債
を
支
給
さ
れ
な
い
の
も
同
様
の
朕
況
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
紙
幣
の
暴
落
は
明
代
社
舎
に
大
き
な
影
響
を
輿
え

た
。
官
吏
や
軍
人
も
俸
給
の
一
部
と
し
て
紙
幣
を
支
給
さ
れ
る
が
、
そ
の
債
値
は
次
第
に
暴
落
す
る
の
で
、
彼
等
は
大
減
俸
を
賓
施
さ
れ
た
も

同
様
の
結
果
と
な
り
、
こ
れ
が
明
代
の
官
場
を
腐
敗
混
凱
さ
せ
、
迭
に
は
園
家
を
滅
亡
に
導
く
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
が
、
竃
戸
に
劃

し
で
も
紙
幣
の
暴
落
は
、
彼
等
を
逃
亡
に
導
く
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

6 

自
然
的
祉
舎
的
災
害

竃
戸
の
逃
亡
に
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
諸
種
の
原
因
が
あ
る
が
、
な
お
其
他
、
自
然
の
災
害
に
よ
る
所
も
甚
だ
大
き
い
。
盤
政
志
巻

七
、
嘉
靖
九
年
、
雨
准
巡
瞳
御
史
朱
廷
立
の
「
盟
法
疏
」
の
一
節
に

各
場
煎
盟
寵
丁
、
頃
年
以
来
、
節
災
傷
に
遭
い
、
逃
亡
半
ば
に
過
ぐ
。
故
を
以
て
園
課
を
臆
損
し
、
累
を
官
〔
吏
〕
・
穂
〔
催
〕
に
胎
す
。

た
だ
ち

且
つ
民
間
の
加
き
、
一
た
び
災
傷
に
遇
え
ば
、
所
司
は
随
即
に
奏
請
し
て
其
税
糧
を
鋪
兎
す
る
を
潟
す
e

盟
糧
の
入
に
至
つ
て
は
、
漏
り

必
ら
ず
足
る
を
取
る
。
是
れ
竃
丁
煎
排
の
苦
は
、
耕
撃
の
民
よ
り
甚
だ
し
き
あ
り
。
寛
植
の
恵
は
濁
り
一
分
の
及
ぶ
無
し
。
窮
寵
は
歌
歌

と
し
て
仰
頼
す
る
所
無
し
。
之
を
如
何
ん
ぞ
、
其
れ
流
移
せ
ざ
ら
ん
や
。

と
見
え
る
如
く
、
一
般
農
民
は
災
傷
に
あ
え
ば
、
直
ち
に
奏
請
し
て
税
糧
菟
除
の
恩
恵
に
興
る
が
、
盤
税
は
園
家
の
最
も
重
要
な
財
源
な
る
が
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故
に
、
仲
々
克
除
さ
れ
な
い
。
寵
戸
が
逃
亡
す
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
と
い
う
。
准
漸
等
で
は
黄
河
・
揚
子
江
枯
一
寸
の
水
害
の
み
な
ら
ず
、
海
潮
の

害
も
大
で
あ
っ
た
。
同
書
、
弘
治
元
年
、
両
准
御
史
史
簡
の
「
瞳
法
疏
」
の
一
節
に

海
潮
時
な
ら
ず
。
房
屋
盤
舎
及
び
人
馬
牛
畜
を
漂
渡
し
、
在
倉
の
盟
課
を
湾
消
し
、
五
穀
生
ぜ
ず
。
柴
薪
稀
少
し
、

貫
に
未
だ
便
な
ら
ず

と
属
す
。

677 

と
あ
り
、
海
潮
襲
来
の
被
害
も
大
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
水
災
や
海
潮
は
、
直
接
の
被
害
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
後
の
製
盟
や
運
迭
に
興
え
る
影
響
に
も
、
頗
る
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
前
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掲
朱
廷
立
の
「
盟
法
疏
」
の
一
節
に

〔
商
准
〕
三
十
場
の
運
盟
河
道
は
、
頃
年
以
来
、
修
溶
時
な
ら
ず
。

師
射
場
翠
塞
す
。
故
を
以
て
舟
精
通
ぜ
ず
。
一
商

・
竃
困
し
み
を
告
ぐ
。

呂
田
・
除
東
等
の
場
の
如
き
、

南
は
長
江
に
援
し、

東
は
大
海
に
連
な
る
。
節
水
勢
泥
躍
す
る
に
因
り
、
日
に
漸
く
崩
決
す
。
高
き
者
は

談
し
て
卒
田
と
漏
り
、
低
き
者
は
漫
し
て
水
津
と
震
る
。
一
商
盟
は
出
場
に
苦
し
み
、
竃
謀
は
私
版
に
読
す
。
是
れ
怪
し
む
無
か
ら
ん
や
。

と
あ
り
、
雨
准
腫
場
で
は
水
災
や
海
潮
で
盟
場
が
破
撰
さ
れ
、
高
い
所
は
卒
回
と
な
り
、
低
い
所
は
水
津
と
な
り
、
ま
た
運
盟
河
道
は
出
塞

し、

俊
諜
を
行
わ
ぬ
た
め
、

商
一
人
は
盟
を
盟
場
か
ら
運
び
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、

竃
戸
は
製
盟
が
買
れ
ぬ
た
め
、
私
販
者
に
横
流
し
し
て
い

る
。
こ
れ
は
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

な
お
運
盟
河
道
の
淡
塞
は
、
自
然
の
災
害
に
よ
る
外
、
人
魚
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
前
掲
の
史
簡
の
「
盟
法
疏
」
の
一
節

tこ

〔盟
場
の
河
道
は
〕
近
ご
ろ
肱
附
す
る
に
時
を
以
て
せ
ず
、
及
び
附
近
の
豪
民
は
濯
概
に
因
り
、
或
い
は
水
利
を
走
洩
し
、
或
い
は
私
版
に
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因
り
て
空
し
く
港
口
を
聞
き
、

一商

・
寵
〔
盟
諜
〕
草
束
を
護
運
す
る
に
、
倶
に
草
牛
を
用
い
、
脚
債
は
往
昔
に
倍
せ
し
む
る
を
致
す
。

と
あ
り
、
監
場
近
過
の
豪
民
が
田
に
水
を
濯
慨
す
る
た
め
に
、
河
道
の
水
が
減
少
し
て
通
ぜ
ず
、
或
い
は
盟
を
私
販
す
る
た
め
に
港
を
開
設

し
、
一
商
人
寵
戸
の
運
迭
を
妨
げ
た
の

で、

一商
人
趨
戸
は
車
牛
を
以
て
盟
や
燃
料
の
草
束
を
運
搬
し
、
運
迭
費
が
従
来
の
二
倍
に
な
っ
た
と
い

ぅ
。
こ
れ
が
寵
戸
や
商
人
を
苦
し
め
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

ま
た
准
斯
等
沿
海
の
盟
場
で
は
、

い
わ
ゆ
る
倭
冠
の
侵
冠
に
よ
り
、
寵
戸
の
逃
亡
を
来
す
こ
と
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
宗
貫
録

巻
四
一
九
、
高
暦
三
十
四
年
三
月
辛
卯
、
所
江
巡
瞳
御
史
温
如
嘩
の
上
言
の
一
節
に

雨
斯
の
盟
謀
は
毎
年
一
十
四
市
内
雨
あ
り
、
部
に
解
し
て
以
て
・滋
儲
に
供
す
。

蓄
額
な
り
。
先
年
沿
海
擾
犯
に
縁
り
、
各
寵
逃
移
す
。

継
い

で
突
荒
に
躍
り
、
風
潮
不
測
な
り
。

迭
に
盟
-謀
多
く
適
す
る
を
致
す
。

と
見
え
、
沿
溢
擾
犯
と
は
倭
寵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
准
漸
盟
場
で
は
倭
冠
の
侵
寵
が
屡
々
あ
り
、
雨
准
盟
場
で
は
倭
冠



(
位
〉

八

O
O除
名
を
編
成
し
て
い
た
。
ま
た
白
蓮
教
徒
も
揚
州
等
で
騒
動
を
起
し
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
竃
戸
は
自
然
的
災
傷
や
、
社
曾
的
な
動
観
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
う
け
、
逃
亡
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
が
屡
々
で

あ
っ
た
。
殊
に
明
代
も
末
期
に
な
る
と
、
治
水
工
事
等
の
た
め
に
貯
え
ら
れ
た
財
源
も
、
外
民
族
の
侵
入
防
禦
や
、
内
凱
鎮
座
の
軍
需
費
に
廻

(
臼

)

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
が
た
め
に
河
川
の
俊
操
や
堤
防
工
事
が
不
可
能
と
な
り
、
水
災
等
の
被
害
を
盆
々

大
き
く
し
た
。
か
か
る
現
象

を
防
禦
す
る
た
め
、
義
勇
軍
竃
勇
二
、

は
、
王
朝
末
期
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
竃
戸
の
逃
亡
を
一
一
層
甚
だ
し
く
し
た
の
で
あ
る
。

E品E，、

竃
戸
の
階
級
分
化

1 

豪
竃
の
粂
併

竃
戸
の
度
落
乃
至
は
逃
亡
を
考
察
す
る
に
は
、
更
に
竃
戸
の
階
級
分
化
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
っ
き
進
ん
で
み
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
述
べ
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た
よ
う
に
、
竃
戸
に
は
政
府
か
ら
生
産
手
段
た
る
灘
地
・
草
蕩
・
識
盤
等
す
べ
て
支
給
さ
れ
、
こ
れ
を
他
人
に
買
却
、
或
い
は
入
質
す
る
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
穆
宗
貫
録
巻

二
二
、
隆
慶
元
年
十
月
庚
成
、
御
史
劉
規
の
上
言
の
一
節
に

寵
地
多
く
豪
右
の
侵
奪
を
被
る
。
宜
し
く
奮
籍
を
硯
て
、
畝
を
履
ん
で
清
査
し
、
私
相
に
典
貰
せ
ざ
ら
し
め
ん
。
・
:
:
戸
部
覆
奏
す
。
報

じ
て
可
な
り
と
。

と
見
え
る
通
り
で
あ
る
。

併
し
神
宗
貫
録
巻
三
二
二
、
高
暦
二
十
六
年
五
月
戊
子
、
直
隷
巡
按
御
史
畢
三
才
の
係
議
の
一
節
に

遁
来
竃
地
は
多
く
侵
占
を
被
り
、
竃
丁
目
に
遁
逃
を
致
す
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
巻
四
一
七
、
首
円
暦
三
十
四
年
正
月
甲
申
、
直
隷
御
史
喬
薩
甲
の
上
言
に
は

好
豪
〔
草
蕩
を
〕
侵
占
し
、
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不
出
円
の
官
吏
、
其
賄
婦
を
聴
す
。
還
に
蕩
地
を
終
っ
て
撞
に
墾
し
、
現
て
己
が
物
と
潟
す
。
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と
あ
る
如
く
、
灘
場
や
草
蕩
の
豪
右
侵
占
は
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
不
山
円
の
官
吏
は
豪
右
の
賄
賂
を
う
け
、
こ
れ
を
黙
許
し
た
の
で
あ

る
。
灘
地
草
蕩
の
占
有
は
、
巴
に
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
英
宗
寅
録
巻
二
O
七
、
景
泰
二
年
八
月
己
巴
、
戸
部
の
上
奏
中
に

各
庭
盟
場
、
原
と
山
場
灘
蕩
あ
り
。
薪
柴
を
採
り
盟
を
焼
く
に
供
す
。
近
年
多
く
権
豪
の
侵
占
を
被
る
。

と
見
え
、
景
泰
二
年
(
一
四
五
一
〉
、
つ
ま
り
園
初
か
ら
八
十
徐
年
後
に
は
、
早
く
も
灘
場
草
蕩
は
権
豪
に
よ
り
、

粂
併
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。

権
豪
が
草
蕩
を
品
兼
併
す
る
と
、

蕩
草
を
高
債
で
販
買
し、

或
い
は
開
墾
し
て
稲
田
と
し
た
。
草
蕩
が
開
墾
さ
れ
る
と
、

蕩
草
が
減
少
す
る
か

ら
、
草
債
は
自
ら
騰
貴
し
た
。
こ
こ
か
ら
政
府
納
入
の
盟
課
が
歓
乏
し
、
更
に
甚
だ
し
く
な
る
と
、

竃
戸
の
経
営
が
困
難
に
な
り
、

迭
に
竃
戸

(
臼
)

は
混
落
逃
亡
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
掲
畢
三
才
の
僚
議
の
一

節
に

一
場
此
の
如
く
な
れ
ば
則
ち
三
十
場
知
る
べ
し
。

と
あ
り
、

雨
准
盟
場
の
廟
潤
盤
場
だ
け
で
、
九
高
九
二

O
O除
畝
の
草
蕩
が
開
墾
さ
れ
て
い
た
。
慢
に
雨
准
三
O
場
で
同
様
に
開
墾
が
行
わ
れ

(
臼
)

て
い
た
と
す
る
と
、
約
三
高
頃
の
草
習
が
開
墾
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
雨
准
草
蕩
は
八
高
一
四

O
七
頃
八
一

一畝
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
か

ら、

大
約
四
割
近
い
草
蕩
が
開
墾
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
草
蕩
の
開
墾
が
草
債
に
大
き
な
影
響
を
興
え
た
こ
と
は
疑
い
な

揚
州
蕩
地
、
廟
尚

一
一
場
は
聞
い
て
九
高
九
千
二
百
儀
畝
に
至
る
。
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し、。
ま
た
盟
政
志
巻
七
、
弘
治
元
年
、

南
准
御
史
史
簡
の

「
盟
法
疏
」
に
は

富安紘一寸
場
の
盤
識
は
:
:
:
旺
煎
時
月
に
遇
う
毎
に
、
各
寵
輸
煎
す
る
も
、

多
く
は
富
豪
の
久
占
を
被
り、

貧
竃
は
煎
按
に
因
る
無
し
。

と
あ
り
、
弘
治
の
頃
に
は
、
両
准
の
富
安
盤
場
で
は
織
盤
も
豪
竃
に
濁
占
さ
れ
、

貧
竃
は
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

寵
戸
の
聞
に
貧
富
の
階
級
分
化
が
始
ま
り
、
貧
寵
は
富
寵
か
ら
諸
種
の
負
目
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
同
書
、
正
徳
九
年
、
雨
斯
巡
盟
御

史
師
存
智
の
上
疏
に

近
ご
ろ
各
場
灘
蕩
は
、
多
く
富
豪
の
〔
占
有
す
る
所
と
〕
信
用
る
。
或
い
は
近
き
を
以
て
侵
削
し
、
或
い
は
稿
貸
し
て
償
に
抵
つ
。

と
あ
り
、

ま
た
憲
宗
貫
録
巻
五
一
、

成
化
四
年
二
月
丙
辰
の
勅
の
一

節
に
は



各
慮
聾
課
司
竃
戸
中
:
:
:
貧
窮
し
て
官
豪
の
家
よ
り
借
貸
し
、
其
占
擦
役
使
を
鶏
さ
る
る
あ
り
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
貧
窮
す
る
竃
戸
は
、
卒
常
富
豪
か
ら
灘
場
草
蕩
を
抵
嘗
に
し
、
借
貸
を
し
て
生
計
を
立
て
て
い
る
所
か
ら
、
次
第
に
そ
の

生
産
手
段
も
彼
等
の
所
有
に
開
し
、
貧
竃
は
ま
た
豪
寵
に
役
使
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
ま
た
瞳
政
志
巻
一

O
、
嘉
靖
六
年
、
雨
准
御
史
雷
鷹
龍
の
「
禁
約
」
の
一
節
に
は

各
場
竃
丁
逃
移
甚
だ
多
し
。
:
:
:
草
蕩
は
多
く
勢
豪
の
侵
占
を
被
る
。
:
:
:
亦
私
債
を
欠
く
に
因
り
て
、
弟
男
井
び
に
滴
池
埠
場
を
賂
っ

て
准
折
し
、
人
に
輿
う
る
者
あ
り
。

と
あ
り
、
竃
戸
は
私
債
の
た
め
、
生
産
手
段
の
草
蕩
や
、
滴
池
・
埠
場
を
勢
豪
に
侵
占
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
弟
男
も
勢
豪
に
牧
容
さ
れ
、

そ
の
第
働
力
と
し
て
働
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

雨
准
盟
法
志
(
光
緒
〉
巻
三
四
、
「
向
義
」
に
は
次
の
よ
う
な
話
を
載
せ
る
。

長
道
人
周
姓
、
其
名
を
逸
す
。
瞳
を
海
漬
に
煮
る
。
椎
魯
撲
野
、
躯
偉
に
し
て
善
を
稽
む
。
人
皆
呼
ん
で
長
道
人
と
震
す
。
一
佃
戸
あ

ゆ
る

り
。
其
主
人
の
鍋
鍬
を
砕
く
。
子
を
鷺
い
で
賠
補
せ
ん
と
す
。
周
其
値
を
償
う
を
貸
し
て
其
子
を
還
さ
し
む
。

こ
の
記
事
は
明
末
の
も
の
で
、
こ
こ
に
佃
戸
と
い
う
の
は
、
鍋
鍬
を
主
人
か
ら
借
用
し
て
い
る
か
ら
、
竃
戸
の
佃
戸
を
一
意
味
す
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
つ
ま
り
明
末
に
は
、
生
産
手
段
を
主
人
の
富
寵
か
ら
借
用
し
て
製
盟
に
従
事
す
る
佃
戸
が
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
陸
深
の

(

白

山

)

*

「
擬
慮
置
盟
法
事
宜
朕
」
(
皇
明
経
世
文
編
倉
一
五
五
〉
に
は
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今
の
場
・
蕩
、
悉
く
穂
催
な
る
者
の
井
す
所
と
震
る
。
盟
課
又
縮
催
の
欺
く
所
と
震
る
。
竃
丁
は
綿
催
の
家
の
一
傭
工
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

と
あ
り
、
竃
戸
の
中
に
は
綿
催
の
傭
工
に
轄
落
し
て
い
た
者
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。
陸
深
は
弘
治
の
進
士
で
あ
る
が
、
活
躍
し
た
の
は
正
徳
・

嘉
靖
時
代
で
あ
り
、
こ
の
記
事
は
こ
の
時
代
の
こ
と
を
停
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
産
手
段
を
失
っ
た
竃
戸
は
、
ま
ず
豪
竃
か
ら
こ
れ
を
借
用

し
て
製
盟
に
従
事
す
る
佃
戸
に
轄
落
し
、
更
に
製
盟
を
行
う
資
力
の
な
い
者
は
、
傭
工
と
し
て
豪
竃
に
雇
傭
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
明
末
に
は
竃
戸
の
富
の
懸
隔
が
大
き
く
な
り
、
階
級
分
化
が
激
化
し
、
そ
の
結
果
、
盟
政
志
倉
七
、
嘉
靖
七
年
、
塞
轄
の
「
准
撞
利
弊

681 
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議
」
に富

室
豪
民
:
:
:
多
く
貧
民
を
召
き
、
贋
く
』
図
地
を
占
め
て
煎
瞳
私
買
し
、
富
は
王
侯
に
敵
す
。

と
見
え
る
よ
う
に
、

富
王
侯
に
比
す
る
豪
竃
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

2 

組
催

明
代
の
盟
場
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

数
固
に
分
れ
、
各
圏
で
園
煎
法
に
よ
っ
て
盟
の
生
産
が
行
わ
れ
、
そ
の
生
産
を
指
導
監
督
し
、
盟
加

を
作
り
、
盤
謀
の
徴
牧
に
嘗
っ
て
い
た
の
が
穂
催
で
あ
る
。
寵
戸
の
う
ち
、
か
な
り
財
産
も
あ
る
一
園
の
代
表
者
が
選
ば
れ
て
い
た
。
竃
戸
の

利
盆
を
代
表
す
る
筈
の
者
で
あ
る
が
、
官
吏
や
一商一
人
と
接
燭
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
次
第
に
彼
等
と
癒
着
し
て
不
正
を
働
き、

盟
場
を

粂
併
し
て
豪
竃
と
し
て
設
展
す
る
者
が
多
か
っ

た。

英
宗
貫
録
巻
四
七
、
正
統
三
年
十
月
乙
丑
、
直
隷
巡
撫
周
悦
の
上
言
の一

節
に
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松
江
盟
場
総
催
頭
目
は
一
年
に
一
た
び
代
る
。
中
間
富
寅
良
善
な
る
者
少
く
、
貧
難
刻
薄
な
る
者
多
し
。
催
納
の
際
、
巧
み
に
事
端
を
生

じ
、
百
計
駿
削
し
、
以
て
竃
丁
業
に
安
ん
ず
る
能
わ
ざ
る
を
致
す
。
流
移
碍
徒
す
る
は
、
職
ら
此
に
之
れ
由
る
。

と
あ
り
、
松
江
盤
場
の
線
催
頭
目
の
中
に
は
、

貧
し
く
て
刻
薄
な
者
が
多
く
、
盟
課
徴
牧
に
際
し
て
は
、
巧
み
に
言
掛
り
を
作
り
、
種
々
と
手

た
め
に
寵
丁
は
業
に
安
ぜ
ず
、
逃
亡
す
る
者
が
出
た
の
は
、
専
ら
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

立
て
を
蓋
し
て
搾
取
を
行
う
者
が
あ
っ
た
。

貧
窮
す
る
線
催
も
、
初
め
は
こ
の
よ
う
な
悪
練
な
手
段
に
よ
っ
て
、
次
第
に
財
を
緊
ね
て
大
き
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
同
書
巻
二
四
五
、

景
泰
五
年
九
月
丁
巳
、
戸
部
の
上
奏
中
に
は

〔
福
建
〕

恵
安
等
七
場
、
原
牧
の
盟
課
を
査
盤
し
た
る
に
、

通
じ
て
一
百
一
十
二
寓
徐
引
を
麿
折
す
。
倶
に
各
場
の
組
催
人
等
の
侵
盗
に

係
る
。

と
見
え
、

一
繭
建
の
恵
安
等
七
盟
場
で
は
、

一一一一
高
徐
引
と
い
う
莫
大
な
盟
課
が
線
催
等
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
て
紋
損
し
て
い
た
。
ま
た
盟
政
志



品
位
七
、
弘
治
二
年
、
戸
部
左
侍
郎
李
嗣
立
「
通
関
議
」
に
は

富
安
諸
場
、
組
催
竃
丁
逐
年
緋
ず
る
所
の
瞳
謀
は
、
止
だ
十
の
七
八
を
納
め
、
除
は
悉
く
玩
惜
し
て
完
う
せ
ず
。
監
臨
督
責
巌
切
な
ら
ざ

る
に
非
ず
。
向
お
所
司
は
虚
に
因
り
て
貫
と
鴛
し
て
完
足
と
作
す
。
通
関
妄
り
に
報
じ
、
或
い
は
他
官
に
委
し
て
験
詰
せ
し
む
れ
ば
、
則

ち
腐
傷
を
以
て
之
を
上
る
。
年
復
た
一
年
、
未
だ
追
補
す
る
を
見
ず
。
聞
と
之
あ
れ
ば
、
亦
惟
だ
物
貨
も
て
抵
折
す
る
の
み
。
宣
徳
よ
り

以
来
、
組
催
は
上
下
に
交
通
し
、
官
接
扶
同
す
。

と
あ
り
、
組
催
は
額
盟
の
七
八
割
を
納
付
す
る
だ
け
で
、
残
り
は
故
一
意
に
荏
再
と
し
て
納
め
な
か
っ
た
。
監
督
官
は
穂
催
と
結
託
し
て
い
る
か

ら
、
た
と
い
未
納
の
瞳
課
が
あ
っ
て
も
、
盟
課
は
完
納
せ
り
と
上
司
に
報
告
す
る
。
嫌
疑
が
あ
り
、
他
官
に
調
査
さ
せ
る
と
、
ま
た
災
害
の
た

め
瞳
課
が
生
産
減
少
せ
り
と
い
う
。
毎
年
同
じ
こ
と
を
繰
り
、
返
し
、
盟
課
の
追
栴
は
行
わ
れ
な
い
。
た
と
い
行
っ
て
も
、
他
の
物
資
を
も
っ
て

代
納
す
る
。
宣
徳
以
来
、
総
催
は
上
下
の
官
吏
と
結
び
、
膏
吏
の
官
揖
も
、
亦
こ
れ
を
援
助
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
総
催
は
官
吏
や

膏
吏
と
も
密
接
な
連
繋
が
出
来
て
お
り
、
多
量
の
官
盤
を
私
物
化
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

な
お
線
催
は
赦
文
が
下
れ
ば
、
未
納
額
も
帳
消
し
に
な
る
と
い
う
期
待
を
も
っ
て
い
た
。
先
掲
の
陸
深
の
上
書
中
に

盟
課
叉
総
催
の
欺
く
所
と
震
る
。
:
:
:
総
催
な
る
者
は
、
下
竃
力
を
歎
き
、
上
園
課
を
負
い
、
百
計
遷
延
し
て
以
て
一
赦
を
規
う
の
み
。
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と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

総
催
は
政
府
に
納
入
す
べ
き
額
盟
を
納
付
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
納
付
す
る
瞳
に
も
泥
土
を
混
入
し
、
自
己
の
取
得
分
の
瞳
を
出
来
る

だ
け
多
く
し
よ
う
と
し
た
。
孝
宗
貫
録
巻
二

O
三
、
弘
治
十
六
年
九
月
発
巳
、
都
察
院
右
余
都
御
史
王
環
の
上
言
の
一
節
に

各
場
瞳
課
を
牧
む
る
官
吏
紹
催
の
通
同
し
て
泥
土
を
挿
和
す
る
者
は
、
請
う
ら
く
は
附
近
の
街
所
に
開
設
し
て
軍
に
充
て
ん
。

と
あ
り
、
総
催
と
官
吏
と
が
結
託
し
て
泥
土
を
盟
課
に
混
入
す
る
者
は
、
衛
所
に
設
遺
し
て
軍
人
に
充
て
よ
う
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、

寅
際
に

は
か
か
る
者
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
総
催
は
何
故
に
政
府
に
納
入
す
べ
き
額
盟
を
納
入
せ
ず
、

ま
た
盟
課
に
は
泥
土
を
雑
ぜ
る
等
の
不
正
手
段
に
よ
っ
て
、
多
量
の
盟
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を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
に
、
こ
れ
を
私
販
し
て
莫
大
な
利
盆
を
得
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
皇
明
経
世
文
編
巻
九
五
、
一
章
懇
「
議
慮

盤
法
事
宜
奏
紋
」
に

其
丁
力
衆
多
、
家
道
殿
富
に
し
て
組
催
大
戸
と
震
る
者
あ
り
。
煎
盟
既
に
多
く
、
私
費
尤
も
庚
し
。

と
あ
り
、
総
催
は
丁
数
も
多
く
、
財
力
豊
か
に
し
て
煎
盟
額
多
く
、
私
買
も
最
も
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
堕
政
志
巻
七
、
嘉
靖
六
年
、
雨

准
巡
盟
御
史
戴
金
の
「
盟
法
疏
」
の
一
節
に

豪
富
な
る
者
私
か
に
鍋
鍬
を
置
き
、
額
外
に
煎
焼
す
。
貧
難
な
る
者
は
坐
現
し
て
魚
す
な
く
、
逃
移
相
纏
ぐ
。

と
見
え
、
豪
富
な
る
者
は
私
か
に
自
ら
鍋
鍬
を
お
き
、
額
外
に
製
盟
を
な
し
た
と
い
う
。
豪
富
な
る
者
の
う
ち
に
は
、
組
催
が
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

ま
た
孝
宗
貫
録
巻

二
ハ
、
弘
治
元
年
七
月
己
丑
の
勅
の
一

節
に

組
催
人
等
は
豪
滑
に
僑
博
し
、
客
一商
場
に
到
れ
ば
、
財
物
を
動
要
す
O
i
-
-
-
包
丁
煎
す
る
所
の
盟
課
は
、
又
強
い
て
私
家
に
牧
め
、
漕
買

し
て
人
に
輿
う
。

内

υ。。

と
あ
り
、
組
催
の
う
ち
に
は
勢
豪
の
力
を
博
み
、
客
一
商
が
盟
場
に
来
る
と
賄
賂
を
要
求
す
る
と
い
う
横
暴
振
り
の
者
も
あ
っ
た
。
ま
た
寵
戸
の

生
産
盟
も
政
府
に
納
め
ず
し
て
自
家
に
牧
め
、
潜
か
に
私
販
人
に
買
り
輿
え
る
者
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
組
催
が
多
額
の
盟
を
受
領
し
て
、
こ
れ
を
閣
に
流
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、

*
 

い
た
か
ら
で
あ
る
。
経
済
成
書
巻
六
、
申
時
行
の
「
盤
政
」
の
中
に

其
(
線
催
)
富
者
は
多
く
、
場
・
司
の
官
吏
に
結
び
て
以
て
己
が
私
を
営
み
、
官
も
亦
其
観
遣
を
利
と
す
。

一
方
で
は
盟
運
司
・
盟
場
の
官
と
結
託
し
て

と
あ
り
、
総
催
は
場
司
の
官
吏
と
結
び
て
自
己
の
利
盆
を
追
求
し
、
官
吏
も
亦
組
催
の
贈
遣
を
得
る
こ
と
を
嘗
て
に
し
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
盤
政
志
巻
一

O
、
嘉
靖
六
年
、
雨
准
御
史
雷
臆
龍
の
「
禁
約
」
の
中
に
は

ひ
と

む

れ

各
場
に
〔
二
等
の
姦
悪
の
線
催
あ
り
。
:
:
:
通
同
の
官
吏
あ
り
て
、
盟
包
を
持
っ
て
総
催
に
奥
え
、
虚
し
く
木
繁
を
出
し
、
叉
或
い
は



債
銀
を
折
牧
し
て
己
に
入
る
。

と
見
え
、
組
催
と
結
託
せ
る
官
吏
は
、
政
府
に
納
付
す
べ
き
瞳
貨
を
線
催
に
興
え
乍
ら
、
詐
っ
て
官
納
の
瞳
課
は
完
納
し
た
と
い
う
誼
明
の
木

審
を
綿
催
に
興
え
、
或
い
は
穂
催
は
竃
戸
か
ら
盟
貨
の
代
り
に
そ
の
債
銀
を
牧
め
、
こ
れ
を
己
が
有
と
な
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
穂
催
は
官
吏

と
癒
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
正
を
半
ば
公
然
と
な
し
え
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
組
催
は
か
く
し
て
獲
得
し
た
多
量
の
盟
を
、
無
籍
の
瞳
徒
と
手
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
私
服
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
同
書
巻
一

O
、

嘉
靖
八
年
、
雨
准
巡
盟
御
史
朱
廷
立
の
「
禁
約
」
の
中
に

私
盟
の
行
わ
る
る
は
、
富
悪
の
竃
戸
、
私
煎
す
る
よ
り
始
ま
る
。
市
る
後
無
籍
の
盟
徒
、
以
て
私
服
す
る
を
得
た
り
。
:
:
:
今
後
若
し

:
:
:
豪
悪
の
富
竃
、
場
を
離
れ
て
私
煎
し
、
大
頼
盟
徒
に
逼
同
し
、
船
隻
に
樟
駕
し
て
出
境
輿
販
す
る
者
あ
ら
ば
、
官
兵
に
行
〔
移
〕
し

て
緯
華
す
る
を
除
く
の
外
、
各
場
官
先
ず
私
煎
竃
戸
を
終
っ
て
指
名
指
(
詣
?
)
買
し
て
申
来
(
報
?
)
し
、
以
て
例
に
照
し
て
問
罪
す
る

に
濁
ら
し
め
ん
。

と
あ
り
、
ま
た
武
宗
貫
録
巻
二
一
、
正
徳
二
年
正
月
辛
卯
、
整
理
盟
法
工
部
右
侍
郎
張
憲
の
上
奏
中
に
は

今
無
籍
の
盟
徒
、
或
い
は
老
引
の
姦
一商
一
及
び
積
年
の
宮
家
は
、
事
篭
に
逼
同
し
、
圏
を
離
れ
て
私
煎
私
煮
し
、
迭
に
私
盟
を
し
て
盛
行
せ

し
め
、
官
課
を
磨
損
せ
し
む
。

と
見
え
る
通
り
、
豪
竃
は
常
に
無
籍
の
盟
徒
や
老
引
姦
商
(
有
数
期
限
を
す
ぎ
た
堕
引
を
使
用
す
る
姦
商
)
、
宮
家
〈
盗
賊
を
か
く
ま
う
者
〉
等
と
連
繋

を
と
り
、
多
量
の
私
瞳
を
販
貰
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一
商
竃
の
出
現
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瞳
場
に
お
け
る
階
級
分
化
に
拍
車
を
か
け
た
も
の
は
商
一
人
の
瞳
場
進
出
で
あ
る
。
弘
治
の
頃
、
盟
政
の
上
で
大
き
な
蟹
化
が
あ
っ
た
。
こ
れ

ま
で
盟
一商
が
瞳
を
販
買
す
る
に
は
、
園
境
方
面
に
軍
需
物
資
、
殊
に
軍
糧
を
納
入
す
る
こ
と
が
必
須
篠
件
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
弘
治
の
頃
、
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盟
一商
は
園
境
方
面
に
軍
糧
を
納
入
し
な
く
と
も
、
銀
を
瞳
場
の
盟
蓮
司
も
し
く
は
盟
課
提
奉
司
に
納
入
す
れ
ば
、
盟
引
を
受
領
す
る
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
る
と
、
国
境
方
面
で
一商
屯
を
経
営
し
て
い
た
盟
一商
は
、
屯
田
の
鰹
営
を
放
棄
し
て
雨
准
雨
斯
の
盟
場
に
移
住
し
、
専
ら
盟
の
販

買
に
従
事
す
る
一
方
、
他
方
で
は
盟
場
に
投
資
し
て
腫
の
生
産
を
も
自
ら
行
う
者
が
多
く
な
っ
た
。
こ
の
一
商
人
経
営
の
瞳
の
生
産
者
を
一
扇
寵
と

稿
し
た
。

明
代
に
は
山
東
・
一
隅
建
等
遁
部
な
盟
場
の
盟
は
あ
ま
り
貰
れ
な
か
っ
た
が
、
雨
准
・
雨
所
等
い
わ
ゆ
る
東
南
盟
は
、
そ
の
販
路
が
贋
大
で
交

通
も
便
利
、
而
も
人
口
も
調
密
な
所
か
ら
、
盟
の
生
産
が
需
要
に
雁
じ
き
れ
ず
、
盟
一商
は
数
年
も
待
た
な
け
れ
ば
盤
の
交
付
を
得
ら
れ
な
い
と

い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
盟
一商
は
盟
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
投
資
し
て
盟
を
生
産
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
一
商
一
憲
が

次
第
に
護
展
し
て
来
た
ら
し
い
。

嘉
鹿
江
都
豚
績
志
巻

一
二
に
よ
る
と

- 82ー

揚
〔
州
〕
:
:
:
流
寓
し
て
籍
に
入
る
者
甚
だ
多
く
、
世
と
揚
に
居
る
と
雄
も
、
而
も
の
お
故
籍
に
繋
く
る
者
も
亦
少
か
ら
ず
ゎ
明
の
中
盤

法
行
わ
れ
て
よ
り
、
山
映
の
一
商
裏
至
す
e

三
原
の
梁
、
山
西
の
閤
・
李
は
科
第
に
百
徐
年
を
歴
た
り
。
河
津
・
蘭
州
の
劉
、
嚢
陵
の
喬
・

高
、
連
陽
の
張
・

郭
、
西
安
の
申
、
臨
撞
の
張
に
至
っ

て
は
、

粂
ね
て
放
土
に
籍
す
る
も
、
買
は
皆
揚
に
居
る
。
往
往
に
し
て
父
子
兄
弟

南
地
に
分
属
す
。
来
陽
の
戴
の
若
き
は
科
名
仕
宜
、
己
に
四
世
を
閲
す
e

族
は
壷
く
揚
に
在
り
。
此
の
外
、
款
の
程
・
注
・
方
・
呉
の
諸

大
姓
の
如
き
、
累
世
揚
に
居
り
て
終
る
。
本
籍
に
貫
す
る
者
、
尤
も
勝
げ
て
数
う
べ
か
ら
ず
。

と
見
え
、
雨
准
の
揚
州
に
は
、
明
の
中
盤
法
が
行
わ
れ
て
か
ら
、
山
西
・
快
西
の
各
地
か
ら
、
ま
た
安
徽
の
数
州
か
ら
は
、
多
数
の
者
が
揚
州

に
移
徒
し
て
来
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
雨
准
盟
法
志

・
雨
漸
瞳
法
志
を
縮
く
と
、
弘
治
以
後
、
山
西
や
快
西
、
安
徽
の
款
州
か
ら
雨
盟

場
に
遷
徒
し
て
盟
業
に
従
事
し
た
者
の
簿
記
が
、
多
数
記
載
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
瞳
政
志
巻
七
、
正
徳
二
年
、
都
御
史
張
梧
の
「
雨
准
瞳
禁
疏
」
に
は

夫
れ
一
商
寵
の
禁
は
重
か
ら
ず
と
潟
さ
ざ
る
も
、
聞
知
す
る
問
き
者
の
若
し
。
聾
徒
・
老
一商
は
豪
竃
と
交
通
し
、
園
を
離
れ
て
煎
海
し
、
小



k
が

な

ら

人
は
利
を
得
て
更
相
に
尤
に
放
う
。
私
瞳
慰
行
し
、
官
課
漸
く
損
ず
。

と
あ
り
、
商
竃
は
圏
を
離
れ
て
煎
卦
帰
す
る
た
め
監
視
が
行
き
届
か
ず
、
私
瞳
が
護
生
し
、
官
課
を
盾
損
し
易
い
の
で
、
元
来
禁
止
さ
れ
て
い

た
。
然
る
に
後
に
は
、
一
商
寵
が
出
現
し
て
も
官
吏
は
こ
れ
を
黙
認
し
た
。
ま
た
盛
一両
一
は
盟
徒
や
豪
篭
と
気
脈
を
通
じ
、
圏
を
離
れ
て
製
臨
す
る

所
か
ら
、
従
来
の
生
産
組
織
、
圏
煎
法
が
崩
壊
し
て
き
た
。

か
く
し
て
盟
場
の
上
層
部
に
取
入
っ
た
盟
一商
一
は
、
生
産
者
竃
戸
の
招
致
に
乗
り
出

し
た
の
で
あ
る
。

え
ん
ぼ
う
け
い

世
宗
貫
銀
各
三
二
九
、
嘉
靖
二
十
六
年
十
月
丁
卯
、
御
史
郎
懇
卿
の
「
瞳
法
事
宜
」
の
一
節
に

姦
一
商
場
を
轡
い
、
先
ず
低
銀
を
持
て
各
竃
に
放
興
し
、
倍
息
以
て
買
補
に
充
つ
る
者
あ
り
。

と
見
え
、
盟
一
一
商
は
ま
ず
低
銀
を
貧
竃
に
前
貸
し
て
倍
息
即
ち
十
割
の
利
息
を
徴
し
、
こ
れ
だ
け
の
額
銀
の
盟
を
貧
竃
よ
り
牧
買
す
る
者
が
あ
っ

(
m
む

か
か
る
事
例
は
多
く
の
盟
場
で
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
盟
商
の
勢
力
が
次
第
に
竃
戸
支
配
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い

た
と
い
う
。

る。
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一
商
竃
の
設
展
、
総
催
の
粂
併
進
捗
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
生
産
組
織
の
饗
化
と
と
も
に
、
製
盟
技
術
の
上
で
も
改
良
が
見
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
先
に
草
蕩
が
豪
竃
に
粂
併
開
墾
さ
れ
て
、
草
蕩
が
減
少
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
豪
竃
は
開
墾
に
よ
り
利
殖
を
計
る
外
、
製
瞳

に
よ
り
て
も
利
潤
を
追
求
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
草
蕩
の
減
少
は
製
瞳
の
燃
料
に
支
障
を
来
す
筈
で
あ
る
が
、
豪
寵
は
そ
の
針
策
を

考
慮
し
て
の
開
墾
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
燃
料
を
必
要
と
し
な
い
擁
一
瞬
法
、
即
ち
天
日
製
聾
法
の
導
入
で
あ
る
。
大
韓
三
段
階
の
晒
盟
池

に
、
盟
分
の
濃
く
な
っ
た
滴
水
を
順
次
に
入
れ
換
え
、
最
後
の
晒
盟
池
で
結
晶
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。

こ
の
方
法
の
起
源
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
明
代
に
な
っ
て
盛
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
雨
准
三
十
場
で
は
弘
治
以
前
に
は
、
准
南
二
十
五
場

と
准
北
の
一
一
部
で
は
煎
煮
法
が
貫
施
さ
れ
、
准
北
三
場
で
は
擁
一
一
蝿
法
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
嘉
靖
年
聞
に
入
る
と
、
准
北
五
場
は
全
部
擁
躍
法

(

犯

)

に
襲
っ
て
い
る
。
擁
一
一曙
法
は
准
北
盟
場
の
外
、
長
麗
・
山
東
・
一
描
建
・
贋
東
盟
場
で
も
若
干
買
施
さ
れ
て
い
た
。
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擁
曜
法
を
寅
施
す
る
に
は
、

か
な
り
贋
い
地
域
と
務
力
と
を
要
す
る
の
で
、
資
力
の
あ
る
豪
寵
で
な
い
と
、
製
瞳
法
の
切
換
え
は
む
つ
か
し
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ぃ
。
晒
盟
池
は
初
め
は
土
池
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
碍
石
張
り
の
も
の
も
現
わ
れ
た
。
こ
れ
に
は
資
力
が
か
さ
む
の
で
豪
竃
で
な
け
れ
ば
不
可

能
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
明
末
に
は
、

資
力
の
あ
る
豪
也
、
就
中
一商
篭
が
そ
の
資
力
を
投
じ
て
製
盟
技
術
を
改
良
し
、
多
数
の
第
働
者

を
集
め
て
企
業
の
合
理
化
を
計
り
、
大
々
的
に
製
盟
を
始
め
る
と
、
従
来
の
竃
戸
は
ど
う
し
て
も
太
万
打
ち
出
来
ず
、
次
第
に
大
き
な
生
産
組

織
に
吸
牧
さ
れ
て
い
く
の
は
巳
む
を
え
な
い
。

な
お
盟
一商
の
盟
場
進
出
に
お
い
て
無
視
出
来
な
い
の
は
、
始
め
か
ら
計
霊
的
に
行
う
私
煎
で
あ
る
。
盟
政
志
巻
七
、
正
徳
十
三
年
、
漸
江
巡

盟
御
史
成
英
の

「問
所
盟
法
疏
」
に
は

週
者
姦
商
は
前
例
、
止
だ
〔
盟
引
を
〕
混
入
す
る
の
み
に
し
て
、

又
重
罰
の
畏
る
べ
き
有
る
に
非
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
始
め
た
る
や
、

数
百
引
を
援
と
震
し
、
之
を
以
て
寵
徒
を
招
集
し、

私
煎
私
版
し
、
出
入
を
影
射
し、

歳
月
を
填
せ
ず
、
引
角
は
欝
る
弗
く
、

展
轄
貿
易

あ
た

す
e

甚
だ
し
き
者
は
、
吏
徒
と
交
通
し
、
欺
侮
悉
慰
す
る
も
、
之
に
敢
て
庸
る
莫
し
。
此
れ
盟
法
の
紛
擾
し
て
済
う
莫
き
所
以
な
り
。

と
見
え
、
姦
一商
は
期
限
切
れ
の
盟
引
を
返
納
し
な
く
と
も
、
こ
れ
を
浪
牧
さ
れ
る
だ
け
で
、
重
く
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
僅
か
数

百
引
の
盟
引
を
援
所
と
し
て
表
面
を
紛
飾
し
、
多
数
の
竃
徒
を
集
め
て
私
煎
し
、
こ
れ
を
密
貰
し
た
。
甚
だ
し
き
者
は
吏
徒
と
馴
れ
合
い
、
勝

手
な
振
舞
を
し
て
も
こ
れ
を
引
止
め
る
者
な
く
、
こ
れ
が
た
め
に
盟
法
が
紛
擾
す
る
も
、
如
何
と
も
な
し
難
い
紋
態
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
盟
場
の
階
級
分
化
は
次
第
に
激
化
し
、
明
末
に
は
、
有
力
な
寵
戸
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
皐
校

制
度
の
上
に
、
最
も
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
古
内
暦
年
間
、
盟
一商
は
府
内
争
に
入
摩
す
る
に
、
特
別
な
恩
典
を
興
え
ら
れ
て
い
る
が
、
竃
戸

に
も
こ
の
特
典
が
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば
雨
准
の
盤
一商
は
、
揚
州
府
翠
に
入
皐
し
う
る
一商
籍
十
四
名
分
を
割
嘗
て
ら
れ
て
い
る
が
、
寵
戸
も
亦

(
印

〉

寵
籍
六
名
分
の
割
嘗
額
を
許
可
さ
れ
て
い
る
。

府
墜
に
は
そ
の
地
に
籍
を
有
す
る
者
が
、
試
験
を
う
け
て
入
皐
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
寄
留
者
は
許
さ
れ
な
い
。
南
准
の
盟

一
商
や
竃
戸
は
、
山
西
・

欧
西

・
安
徽
等
他
郷
か
ら
寄
留
し
て
い
る
者
が
多
く
、
原
則
と
し
て
揚
州
府
撃
に
入
皐
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
筈
で



あ
る
が
、
高
暦
年
聞
に
至
っ
て
、
天
子
の
特
別
な
計
ら
い
に
よ
っ
て
、
揚
州
府
四
月
子
入
事
の
恩
典
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
神
宗
賓
録
巻
一
六

四
、
高
暦
十
三
年
八
月
甲
辰
の
篠
に

御
史
察
時
鼎
の
議
を
採
り
、
揚
州
一商
・
竃
の
子
弟
の
運
司
に
子
い
て
雁
試
し
、
提
皐
官
一
睡
に
選
取
し
て
入
摩
せ
し
む
る
を
許
す
。

と
見
え
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
特
例
は
一
方
か
ら
考
え
る
と
、
彼
等
の
社
曾
的
経
済
的
勢
力
が
強
ま
り
、
政
治
面
に
も
大
き
な
影

響
を
輿
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
府
拳
に
籍
を
お
き
、
最
後
に
は
都
の
園
子
監
に
入
摩
す
る
か
、
或
い
は
科
事
試
を
う

け
て
官
僚
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
竃
戸
の
中
か
ら
、
こ
う
い
う
階
層
の
者
が
現
わ
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
、
相
嘗
な
経
済
的
徐
裕
が
な
け
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
で
、
普
通
の
竃
戸
で
は
な
し
う
る
所
で
は
な
い
。
但
だ
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の

は
、
龍
戸
と
い
っ
て
も
、
商
寵
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
時
に
盟
の
販
買
を
も
行
う
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

七

む

す

び
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以
上
述
べ
た
所
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
竃
戸
の
階
級
分
化
は
、
一
商一
竃
の
護
達
に
よ
っ
て
盆
々
激
し
く
な
り
、
園
初
行
わ
れ
て
い
た
圏
煎

法
は
全
く
崩
境
し
、
生
産
盟
は
政
府
が
思
う
よ
う
に
は
統
制
出
来
ず
、
富
竃
が
閣
に
流
す
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
盟

一商
は
官
僚
・
膏
吏
・
豪
寵
・
禽
家
・
瞳
徒
等
と
密
接
な
連
繋
が
出
来
て
お
り
、
瞳
の
確
保
か
ら
密
買
に
至
る
ま
で
、
恐
ら
く
一
連
の
組
織
が
出

来
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
盟
専
責
の
利
盆
は
官
僚
や
盟
一商
等
に
搾
取
さ
れ
、
盟
政
は
崩
援
し
て
盟
利
を
園
家
の
最
も
重
要
な
財
源
と
し

て
い
た
政
府
で
は
財
政
難
に
悩
む
こ
と
と
な
り
、
濁
裁
政
治
機
構
が
動
揺
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

竃
戸
の
饗
遷
か
ら
も
盟
政
崩
壊
の
、過
程

が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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註
(
l

)

 

(
2
)
 

明
史
各
八

O
、
食
貨
志
「
洪
武
時
」
。

篠
井
宏
「
明
代
堕
場
の
研
究
」
下
。
(
北
海
道
大
祭
文
民
宇
都
紀
要
三)。

(
3〉

(
4
)
 

(

5

)

 

明
史
巻
八

O
、
食
貨
志
「
暗
躍
法
」
。

明
太
租
貫
録
各
一
一
一
一
一
(
梁
氏
本
)。

長
重
趨
場
で
は
竃
丁
毎
丁
の
歳
額
は
四
引
で
あ
る
が
、
土
地
毎
畝
に
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針
し
一
六
斤
、
車
一
痢
二

O
O斤、

牛
魁
は
毎
頭
一

O
O斤
の
割
合
で
生

産
額
を
別
に
劉
嘗
て
ら
れ
て
い
た
(
太
組
貫
録
巻
四
七
、
洪
武
二
年
十
二

月
)。

(
6
〉
太
組
賃
銭
径
四
七
、
一

三
O
、

一
九
九
。

(

7

)

同
書
各
ニ

O
三。

(

8

)

藤
井
宏
「
明
代
附
出
場
の
研
究
」
上
、
第
二
一寧

D
「
正
殴
と
徐
盟
」

(
北
海
道
大
摩
文
同
学
部
紀
要
一
)
。

(
9
〉
太
組
貫
録
袋
二
ハ
。

(ω
〉
同
書
巻
一
一
一
一

O
。

(
日
〉
同
書
巻
一
五
九
。

(ロ
)

同
書
俳
句
一
六
、
至
正
二
十
六
年
二
月
己
己
保
。

(
悶
)
前
掲
藤
井
論
文
。

(
川
け
〉
問
国
法
一通
士
山
容
三
五
。

(
日
〉
竃
戸
の
賦
役
蓋
帳
。
州
豚
の
賦
役
蓋
帳
た
る
賞
品
川
に
削
到
す
る
も
の
、

竃
品
川
と
も
い
う
。
製
盟
手
段
た
る
草
蕩

・
灘
地
・
歯
地

・
鍋
鍬

・
竃
回
等

が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

(

M
m

)

趨
政
士
山
巻
七
、
嘉
靖
六
年
、
雨
准
巡
盤
御
史
戴
金
、
「
趨
法
疏
」
。

(
げ
)
前
掲
藤
井
論
文
下
、
第
三
章

B
「
差
役
の
問
題
」
。

(
m
m
〉
盟
政
志
巻
七
、
正
徳
十
一
年
、

断
江
左
参
政
麿
璽
副
使
高
貫

「均
科

差
議
」
。

(ω
〉
藤
井
論
文
、
上
、
第
二
章

C

「
生
産
組
織
」
。

(
却
〉
穆
宗
寅
鎌
倉
二
六
、
隆
慶
二
年
十
一

月
丁
巳
、

制
御
感
龍
上
奏
。
紳
宗

白
銀
各
四
七
、
高
脂
四
年
二
月
壬
辰
、
王
藻
上
奏
。

(
幻
)
附
出
法
通
志
各
四

O
「積
貯
」
-
一
。

(
明

μ
)

同
書
巻
三
五
「
盟
具
」
。

(
お
)
同
書
巻
四
二
「
盤
丁
」。

(
剖
)
同
前
。

(
お
)
繍
通
考
径
二
O
「
征
権
考
」
洪
武
十
七
年
十
二
月
様
。

(
お
)
同
書
、
弘
治
二
年
候
。
鐙
法
通
志
巻
四
二
「
盤
丁」

高
暦
四
年
御

史
陳
用
賓
奏。

(
幻
〉
堕
政
志
径
七
、
正
徳
十
一

年
、
倉
璽
、
高
貫
「
均
科
差
議
」。

(
お
)

雄
記
「
曲
雄
」
上
第
一

。

(
m
m
)

績
逼
考
巻
二

O
「
征
権
考
」
洪
武
二
十
七
年
係
。

(ω)
同
前
。

(
引
己
中
山
八
郎
「
明
代
に
於
け
る
徐
盤
私
買
の
起
源
」
(
『
加
藤
繁
博
士
還

麿
記
念
東
洋
史
築
設
』
)。

(
泥
〉
明
史
各
八
O
、
食
貨
志

「
援
法
」。
繍
逼
考
袋
二

O
「
征
権
考
」

正

統
六
年
協
同
。

(
お
〉
盤
政
志
径
一

O
、
嘉
靖
四
年
、
張
前

「
禁
約
」
。

(
斜
)
堕
法
通
志
巻
四
二
「
盤
了
」
。

(
お
)
油
相
通
考
巻
二

O
「
征
権
考
」
弘
治
二
年
保
。

(
お
〉
世
宗
貫
録
巻
一

O
八
、
嘉
靖
八
年
十
二
月
甲
戊
係
。
穆
宗
寅
録
巻
三

八
、
隆
慶
三
年
十
月
丙
辰
候
。
世
宗
貫
録
巻
五
六
三
、
嘉
靖
四
十
五
年
十

月
戊
午
係
。

(
日
出
〉
憲
宗
」
民
録
巻
八
七
、
成
化
七
年
正
月
丙
申
、
李
瑠
奏
。

(
お
〉
宣
宗
貫
録
巻
三
三
、
宣
徳
二
年
十
一

月
丙
申
、
楊
陵
奏
。

(
羽
)
同
書
巻
四
一
、

宣
徳
三
年
四
月
壬
申
候
。

(
的
制
)
英
宗
資
銀
各

一
五
六
、
正
統
十
二
年
七
月
甲
午
。
同
書
袋
二
ハ
て

同
年
十
二
月
壬
午
。

(
H
U
)

態
運
司

・
分
司

・
各
場
の
官
は
墜
を
徴
牧
す
る
に
、
期
限
が
あ
り
、
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そ
れ
を
超
、過
し
て
さ
え
、
住
俸
・
降
級
の
慮
分
を
う
け
た
こ
と
は
、
堕
政

士山巻一

O
、
嘉
靖
六
年
、
雷
膝
寵
「
禁
約
」
に
見
ゆ
。
又
盤
運
司
官
は
任

内
股
課
の
納
入
完
了
を
ま
っ
て
離
任
を
許
し
、
叉
盤
課
納
入
完
了
報
告

が
、
三
月
を
越
え
る
者
は
奪
俸
、

一
年
な
る
者
は
降
級
さ
れ
た
こ
と
は
、

穆
宗
寅
鎌
倉
三

O
、
隆
慶
三
年
三
月
丁
未
篠
に
見
ゆ
。

ハm
M
)

繍
通
考
巻
ニ

O
「
征
権
考
」
。

(
川
町
)
盤
法
通
志
径
四
二
「
盤
丁
」
。

(
川
崎
)
盤
政
士
山
倉
一

O
、
張
桁
「
禁
約
」
。

(
必
)
同
書
巻
七
、
嘉
靖
九
年
、
李
土
矧
「
盤
法
疏
」
。

(
M
W

〉
英
宗
寅
録
各
二
五
三
、
景
泰
六
年
五
月
丁
己
保
。

(
門
出
)
拙
稿
「
明
代
の
票
法
|
|
明
代
趨
政
の
一
勧
l
|」
(
史
林
三
七
|

四
・
『
中
園
史
研
究
』
第
一
、
所
牧
)
。

(
必
)
盟
政
士
山
巻
七
、
成
化
六
年
、
林
誠
「
折
納
盛
課
疏
」
。

(
必
)
太
租
寅
録
各
二

O
五
、
洪
武
二
十
三
年
十
月
戊
辰
上
議
。

(
印
)
同
書
袋
二
三
四
、
洪
武
二
十
七
年
八
月
丙
戊
詔
。
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〈
日
〉
明
史
径
八
一
、
食
貸
志
「
銭
紗
」
。

〈
臼
〉
系
宗
質
録
径
二
七
、
天
啓
二
年
十
月
乙
酉
僚
。

(
臼
〉
世
宗
貫
録
巻
四
七
一
、
嘉
靖
三
十
八
年
四
月
丁
卯
の
僚
、
雨
准
運
司

庫
磁
の
挑
河
銀
二
高
雨
を
鳳
陽
軍
の
支
用
に
充
て
て
い
る
如
き
、
そ
の
一

例
で
あ
る
。

(
臼
)
盤
政
志
径
一

O
、
嘉
靖
四
年
、
雨
准
御
史
張
桁
「
禁
約
」
。
同
書
、

嘉
靖
六
年
、
雨
准
巡
盤
御
史
雷
膝
龍
「
禁
約
」
。

(
臼
)
問
書
巻
七
、
嘉
靖
八
年
、
雨
准
巡
墜
御
史
朱
廷
立
「
盤
法
疏
」。

(
部
)
*
印
記
事
は
藤
井
宏
氏
「
明
代
盟
場
の
研
究
」
の
教
示
に
負
う
所
で

あ
る
。

(
貯
)
藤
井
宏

「
明
代
盛
場
の
研
究
」
下
、
第
四
章

徐
貨
私
費
」
。

(
回
)
同
前
上
、
第
二
章

A
「
製
盟
法
」
。

(
印
〉
乾
隆
雨
准
盤
法
志
巻
五
三
「
人
物
」。

B

「盟
課
の
折
納
と
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oｒｄｉｎａｎｃｅｓ田律excavatedrecently in QingchuEui 青川prefecture in Sichuan

四川and argue that the system was premised on ａ method of cultivation

using manually operated farming implements and that the ｑｉａｎand mo

were paths dividing the land into plots of ａ thousand and ａ hundred

ml£畝.

　

3）l examine the reasons　for the collapse of the qianmo land

system three centuries after Shang Yang from the point of view of the

adoption of the ｄａｉtｉａｎ代田system of cultivation and argue that it

collapsed because of the increasing employment throughout　society of

cultivation methods using plows drawn by draft animals in the period

from Emperor Wu漢武帚on.

　　　　　　　

ON THE MING DYNASTY ZAOHU 竃戸ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　

Saeki Tomi

　　

In the Ming dynasty the most pressing politicaland economic problem

was how to resist the invasion of the Mongolians and Manchus. In order

to avert invasion ａ salt monopoly was enforced and merchants were given

permission to sell salt supplied to them in the salt pans in return for

delivery of war supplies to the border. This system was called the

feaiｚｈｏｎｇ-か開中法.In order to better the lot of Zaohu and guarantee

the supply of salt the stateinstitutedａ number of policiesgiving prefer-

ential treatment to Zaohu. But as the state'sfinancialsituationdeterioated

these policieswere abolished or survived in name only. When this hap-

pened Zaohu began absconding and the powerful among them and those

backed by merchant investment took in the absconding households and

by anneχing salt pans and means of production they grew steadily

stronger. Because they colluded with o伍cialｓand saltbootleggers in order

to sellsalt produced illegally,the revenue the state derived from the salt

monoply decreased drastcally. Thus they became ａ major factor in the

collapse of the state salt administration.　In the present articleI study

the development of this collapse from the perspective of changes in the

production of salt during the period.
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